
特 別 会 計





平成２５年度中小企業従業員退職金等福祉共済事業

特 別 会 計 決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔商工観光課〕

概 要

本共済制度は、昭和 年１月に事業を開始した。その後、基金運用利益にあわせ給付率の改正を行っ

てきたが、低金利の長期化による影響で基金が減少してきた。

そのため、平成 年度に掛金を１口 円から 円に変更し、給付額についても全面改正を実施し

制度運営の健全化を図るとともに、平成 年度より一般会計からの事業費繰り入れを行い、経営安定化

に努めている。

また、半田市中小企業従業員退職金等共済運営審議会の答申に基づき、当共済事業の魅力を高め、運

営の健全化及び加入者の福利厚生の向上を目的に、平成 年６月に条例の一部改正を行い、７月から

最高加入口数を 口から 口に拡大し、増口変更を４月のみから毎月とした。

○ 平成 年度加入等状況

新規加入

事業所

人

口

退 職

事業所

人

口

追加加入
事業所

人

口

増 口
事業所

人

口

減 口
事業所

人

口

○ 平成 年度末の加入状況

事 業 所 数

被共済者数

加 入 口 数

事業所（前年度 事業所）

人（前年度 人、 人・ 減）

口（前年度 口、 口・ 減）

○ 平成 年度末現在基金残高

円（前年度 円、 円・ 減）

歳 入

款１ 退職金等福祉共済事業収入

掛金収入は 千円（前年度 千円）で、 ％の減となった。
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款２ 財産収入

積立金利子は 千円（前年度 千円）で ％の減であった。これは大口定期の預金利率

減少によるものである。（前年度 ％⇒当年度 ％）

款３ 繰入金

一般会計からの事務費繰入金は 千円（前年度 千円）で ％の減。また、事業費繰

入金（経営改善分）として一般会計から 千円（前年度 円）を繰入れた。

また、退職一時金支払のため、中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計基金から

千円（前年度 千円、 千円・ 増）を繰入れた。

歳 出

款１ 退職金等福祉共済事業費

項１ 退職金等福祉共済事業費

■ 退職金共済事業

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 
評価 前年度より退職一時金支払額が増加したが、共済加入者に対しては適切な支

払いを行うことができた。

事業の今後のあり方について検討することとなった。

今後の方針 共済加入者に対し、適切な退職一時金の支払いを行うため、一般会計

からの繰入金で調整することにより基金の安定化を図る。 

改善推進 

成果指標 目標値 実績値 
半田市中小企業従業員退職金等

福祉共済基金残高 百万円 百万円 

退職者数、退職金支給額とも、前年度と比較して増加した。

○ 退職者総数 人（前年度 人）

掛金１年以上の退職者 人（前年度 人）

掛金１年未満の退職者 人（前年度 人） 
○ 退職金支給額 円（前年度 円、 円・ 増）

目 予算現額 決算額 執行率

２ 福祉共済事業費

千円 千円 ％

■ 福祉共済事業

半田市中小企業従業員退職金等福祉共済条例第 条及び同条例施行規則第 条第 項に基づく弔意

見舞金の支給については該当者 人有り。（前年度 人）

目 予算現額 決算額 執行率

１ 退職金共済事業費

千円 千円 ％
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平 成２５ 年度知 多半田 駅前 土 地区画 整理事 業

特 別会計 決算に 係る主 要施策 の成果 につい て

〔市街地整備課〕

概 要

◎ 半田市の表玄関である名鉄知多半田駅及びＪＲ半田駅に挟まれた中心市街地 を整備し、

都市の活性化並びに知多及び衣浦の中核都市にふさわしい総合的な街づくりを進めるため、平成２年

度から土地区画整理事業に着手した。また、この事業に併せ知多半田駅前地区第一種市街地再開発事

業を知多半田駅前広場の東側街区（駅前広場の一部を含む約 ）で実施し、市街地再開発ビル

（クラシティ半田）を建設した。

平成 年度においては、都市計画道路の整備や建物移転を進めたことにより、事業の進捗率（対総

事業費）が前年度と比較して ポイント向上し、 ％となった。

地区内では、飲食店やマンションなどの建設が進み、地区内人口も着実に増加している。

事業の進捗状況としては、建物移転率が ％、宅地造成率が ％、道路整備率は ％となって

いる。今後は、残り１件の建物移転を進め、事業の完了を目指す。

〇 事業期間 平成２年度～平成 年度 総事業費 千円

・都市計画決定（告示） 平成元年 月 日

・事業計画決定（公告） 平成２年 月１日、平成 年３月２日、平成 年３月 日、

平成 年３月 日、平成 年２月１日

・仮換地指定 平成６年８月 日、平成６年９月６日、平成７年３月 日

・地区計画決定（告示） 平成 年３月１日

・特定仮換地指定（土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行のため）

平成 年８月 日

〇 主な事業内容

荒古線始め都市計画道路７路線及び駅前広場の整備、区画道路整備、公園・緑地整備、仮換

地指定に伴う事業の支障となる建物（ 件）の移転補償、仮換地先の宅地造成工事など

◎ 決算の状況

歳入決算額は、 千円（前年度 千円）で ％減、歳出決算額は、 千円（前

年度 千円）で ％減となった。この主な要因は、委託料が 千円（前年度 千円）

の ％増、工事請負費が 千円（前年度 千円）の ％増、補償、補填及び賠償金が

千円（前年度 千円）の ％減、公債費 千円（前年度 千円）の ％減

となったことによるものである。

歳入歳出差引額 千円（前年度 千円） ％減は、翌年度に繰越すべき財源である。

建物移転状況は下記表のとおり

○ 建物移転状況（移転対象 件）

公共施設充当用地
取得に伴う建物移転

仮換地指定後の建物移転 （移転対象 件） 合計

平成２年度 ～
平成５年度実績

平成６年度 ～
平成 年度実績

平成 年度 実績

目標 実績
件

件 数 件 件 １件 ０件

進捗率 ― ― ― ％
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歳 入

款１ 繰入金

一般会計繰入金は、知多半田駅前土地区画整理事業における調査設計業務、公共施設整備工

事、道路整備工事に伴う移転補償費等に要する経費及び公債費の支出のため、知多半田駅前土

地区画整理事業特別会計において収入された特定財源を除いた金額 千円 前年度

千円、 ％減）の繰入れを行ったものである。

款２ 市債

市債は、 千円（前年度 千円、 ％減）の借入れを行った。その内訳は、地方

道路等整備事業債 千円（前年度 千円、 ％増）、一般単独事業債（土地区画整

理事業） 千円（前年度 千円、 ％減）である。

款３ 繰越金

平成 年度知多半田駅前土地区画整理事業特別会計から翌年度へ繰越すべき財源として、明

許繰越金 千円（前年度 千円、 ％増）を収入した。これは、物件移転補償の繰

越しによるものである。

歳 出

款１ 知多半田駅前土地区画整理費

項１ 知多半田駅前土地区画整理費

目 予算現額 決算額 翌年度繰越額 執行率

１．知多半田駅前土地区画整理費

千円 千円

）

％

■ 知多半田駅前土地区画整理事業［市街地整備課］

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 残り１件の建物の移転交渉は難航しているが、道路整備・宅地造成などの

整備工事を実施したことにより、宅地造成率 ％（＋ ）、道路整備率

％（＋ ）となった。

今後の方針 建物移転及び宅地造成・緑地の整備を実施するとともに換地計画の

策定をすすめ、事業の早期完了を目指す。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

建物移転率 ％ ％

◎ 知多半田駅前土地区画整理事業について

知多半田駅前土地区画整理事業については、単独事業 千円（調査設計等委託料
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千円、道路整備等工事費 千円、物件移転等補償費 千円、事務費 千円）

を実施した。

主な内容は、測量調査設計委託（確定測量等）、道路整備工事（舗装等）、道路整備工事に伴

う移転補償である。

こうしたなか、新たに８件の区域内建築行為等許可申請（平成 年度末累計 件）があり、

建物等の建築に着手（予定を含む）した。

○ 繰越明許費について

平成 年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費により本年度に繰越しされた事業は、次の

とおりである。

知多半田駅前土地区画整理事業 （物件移転補償費４件）

繰越額（総額） 千円 支出負担行為額 千円

平成 年８月 日～平成 年 月 日 完了

また、平成 年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費により平成 年度に繰越した事業

は、次のとおりである。

知多半田駅前土地区画整理事業 （物件移転補償費１件）

繰越額（総額） 千円

平成 年４月１日～平成 年３月 日 完了（予定）

款２ 公 債 費

項１ 公 債 費

目 予算現額 決算額 執行率

１．元 金

千円 千円 ％

２．利 子

■ 地方債の償還について

知多半田駅前土地区画整理事業の財源として借入れをした地方債に対する元利償還金を支出した。

○ 地方債の現在高の状況 （単位：千円）

区 分

借 入 先

平成 年度末
現 在 高

Ａ

平成 年度
借 入 額

Ｂ

平成 年度
元金償還額

Ｃ

差 引 現 在 高

Ｄ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ

１ 政 府 資 金

財政融資資金（財務省）

かんぽ生命保険及び

ゆうちょ銀行

２ 地方公共団体金融機構

３ 市 中 銀 行

４ その他の金融機関

５ 愛知県市町村振興協会

合 計
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主 要 工 事 等 の 調 べ （ １ 件 ５ ０ ０ 万 円 以 上 ）

契約金額欄（ ）内数値は、継続費等に係る契約額

款１ 知多半田駅前土地区画整理費

項１ 知多半田駅前土地区画整理費

〇 市単独事業

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等
契 約 金 額

請 負 業 者 名
又 は

契 約 者 名
摘 要

知多半田駅前土

地区画整理事業

測量調査設計業

務委託

南末広町地

内ほか ～

円 公財 愛知

県都市整備

協会

物件調査積算業務

１棟

測量業務 一式

換地計画業務一式

道路整備工事

（その１）

更生町二丁

目地内ほか ～

八 洲 建 設

株

排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ設置

㎡

平板ﾌﾞﾛｯｸ設置 ㎡

道路整備工事

（その２）

南末広町地

内ほか ～

信 栄 土 木

株

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

㎡

表層工 密粒

㎡

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設

置 ㎡

都市型側溝設置

ｍ

支障物件移転補

償

更生町二丁

目地内 ～

半田市水道

事業

水道管敷設 ｍ

知多半田駅前土

地区画整理事業

物件移転補償

更生町二丁

目地内 ～

契約者は、

個人につき

半田市情報

公開条例第

６条第１項

第１号によ

り非公開

物件移転補償

平成 年度

繰越明許

知多半田駅前土

地区画整理事業

物件移転補償

更生町二丁

目地内 ～

同上 物件移転補償

平成 年度

繰越明許

知多半田駅前土

地区画整理事業

物件移転補償

更生町二丁

目地内 ～

同上 物件移転補償

平成 年度

繰越明許

知多半田駅前土

地区画整理事業

物件移転補償

北末広町地

内 ～

同上 物件移転補償

平成 年度

繰越明許
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平 成 ２ ５ 年 度 乙 川 中 部 土 地 区 画 整 理 事 業

特 別 会 計 決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔市街地整備課〕

概 要

◎ 半田市の東部に位置し、面積約 である本地区は、環状線をはじめとする公共施設の整備改

善と土地利用の効率化を促進し、住環境の向上を図るため、平成６年度から土地区画整理事業に着手し、

平成 年度からは、国の補助制度である、社会資本整備総合交付金（旧まちづくり交付金）を活用し、

事業の進捗を図っている。

平成 年度においては、仮換地先となる宅地造成、建物等の移転補償を進めたことにより、事業の

進捗率（対総事業費）が前年度と比較して ポイント向上し、 ％となった。

今後も国の補助制度を活用するとともに、住民の理解を得て残りの建物移転を進め、事業の早期完

了を目指す。

○ 事業期間 平成６年度～平成 年度 総事業費 千円

・都市計画決定（告示）平成４年９月 日

・事業計画決定（公告）平成６年９月 日、平成９年６月 日、平成 年６月 日

平成 年９月３日、平成 年５月 日

・仮換地指定 平成 年７月 日

○ 主な事業内容

環状線はじめ都市計画道路４路線及び区画道路整備、公園・緑地整備、仮換地指定に伴い事

業の支障となる建物（ 件）の移転補償、仮換地先の宅地造成工事など

◎ 決算の状況

歳入決算額は、 千円（前年度 千円）で ％増、歳出決算額は、 千円（前

年度 千円）で ％増となった。この主な要因は、委託料が 千円（前年度 千円）

の ％減、工事請負費が 千円（前年度 千円）の ％減、補償・補填及び賠償金が

千円（前年度 千円）の ％増、公債費が 千円（前年度 千円）の ％

増となったことによるものである。

歳入歳出差引額 千円（前年度 千円）の ％増は、翌年度に繰り越すべき財源である。

○ 建物移転状況（移転対象 件）

平成 年度 ～

平成 年度
平成 年度 合 計

実績 目標 実績 実績

件 数 件 件 件 件

進捗率 ％ － － ％
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歳 入

款１ 国庫支出金

土地区画整理費国庫補助金は 千円（前年度 千円、 ％増）となった。その

内訳は、社会資本整備総合交付金（道路事業） 千円（前年度 千円、 ％減）、社

会資本整備総合交付金（市街地整備事業） 千円（前年度 千円、 ％増）である。

款２ 財産収入

事業費の一部に充てるため保留地としていた土地を売却することによって、保留地売払収入

千円（前年度 千円、 ％増）があったものである。

款３ 繰入金

一般会計繰入金は、半田乙川中部土地区画整理事業における測量調査設計業務、公共施設整備

工事、仮換地指定に伴う物件移転補償費等に要する経費及び公債費の支出のため、乙川中部土地

区画整理事業特別会計において収入された特定財源を除いた金額 千円（前年度

千円、 ％増）の繰入れを行ったものである。

款４ 市債

市債は、 千円（前年度 千円、 ％増）の借り入れを行った。その内訳は、

公共事業等債（道路事業） 千円（前年度 千円、 ％減）、公共事業等債（市街地

整備事業） 千円（前年度 千円、 ％増）、一般単独事業債（土地区画整理事業）

千円（前年度 千円、 ％増）である。

款５ 繰越金

平成 年度乙川中部土地区画整理事業特別会計から翌年度へ繰り越すべき財源として、明許

繰越金 千円（前年度 千円、 ％増）を収入した。これは、物件移転補償費の繰

越によるものである。

歳 出

款１ 乙川中部土地区画整理費

項１ 乙川中部土地区画整理費

目 予算現額 決算額 翌年度繰越額 執行率

１ 乙川中部土地区画整理費

千円 千円 ％

■ 乙川中部土地区画整理事業〔市街地整備課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 建物等の移転補償交渉を進め、道路整備・宅地造成などの整備工事を実施し

たことにより、建物移転率 ％（ ）、宅地造成率 ％（ ）となっ

た。

今後の方針 仮踏切の供用開始を 年度に行うなど、道路等の整備工事を実施す

ることにより、地区の利便性を向上させるとともに、建物等の権利者と積極的に交

渉を行い、事業の早期完了を目指す。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

建物移転率 ％ ％
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◎ 半田乙川中部土地区画整理事業について

半田乙川中部土地区画整理事業については、国庫補助事業として 千円（道路整備・宅地造成

等工事費 千円、工事負担金 千円、物件移転補償費 千円）、単独事業として

千円（測量調査設計委託料等 千円、道路整備・宅地造成等工事費 千円、工事負担金

千円、物件移転補償費等 千円、事務費 千円）を実施した。

主な内容は、物件移転補償（翌年度への繰越分を含む）７件、移転対象になっている建物等の調査及

び積算、宅地造成工事（ ㎡）、区域内保全工事などである。

こうしたなか、新たに 件の区域内建築行為等許可申請（平成 年度末累計 件）があり、建物

等の建築に着手（予定を含む）した。

○国庫補助事業内訳

社会資本整備総合交付金（道路事業） 千円

社会資本整備総合交付金（市街地整備事業） 千円

○ 繰越明許費について

平成 年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費により本年度に繰越し完了した事業は、次

のとおりである。

半田乙川中部土地区画整理事業（物件移転補償費３件）

繰越額（総額） 千円（支出負担行為額 千円）

平成 年６月３日～平成 年３月 日 完了

また、本年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費により平成 年度に繰越した事業は、次

のとおりである。

半田乙川中部土地区画整理事業（仮踏切工事負担金１件・物件移転補償費３件）

繰越額（総額） 千円（支出負担行為額 千円）

平成 年９月 日～平成 年 月 日 完了（予定）

款２ 公 債 費

項１ 公 債 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 元 金

千円 千円 ％

２ 利 子

■ 地方債の償還について

半田乙川中部土地区画整理事業の財源として借入れをした地方債に対する元利償還金を支出し

た。
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○ 地方債の現在高の状況 （単位：千円）

借 入 先

平成 年度末

現 在 高

Ａ

平 成 年 度

借 入 額

Ｂ

平 成 年 度

元 金 償 還 額

Ｃ

差 引 現 在 高

Ｄ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ

１ 政府資金

財政融資資金

（財務省）

かんぽ生命保険

及びゆうちょ銀行

２ 地方公共団体

金融機構

３ その他の金融機関

４ 愛知県市町村

振興協会

合 計
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主要工事等の調べ（ 件 万円以上）
契約金額欄（ ）内数値は継続費等に係る契約額

款１ 乙川中部土地区画整理費

項１ 乙川中部土地区画整理費

○ 国庫補助対象事業

工事・事業名
工 事 場 所

又 は 位 置

着 工
～

完 了 等
契 約 金 額

請負業者名

又 は

契約者名

摘 要

宅地造成工事

その４

飯森町地内

～

円 株 竹本組 宅地造成工 ㎡

擁壁工 ｍ

宅地造成工事

その５

乙川向田町１丁

目地内 ～

有 知多環境

開発

宅地造成工 ㎡

道路築造工 ｍ

宅地造成工事

その６

乙川浜田町１丁

目地内 ～

有 知多環境

開発

宅地造成工

㎡

擁壁工 ｍ

道路整備工事

その

庚申町２丁目地
内

～

株 竹本組 道路築造工 ｍ

宅地造成工

㎡

道路整備工事

その

向山町１丁目地
内ほか

～

株 植田組 道路築造工

ｍ

宅地造成工 ㎡

汚水管布設工

ｍ

半田乙川中部土
地区画整理事業
物件移転補償

乙川向田町１丁
目地内

～

契約者は法人
につき、半田
市情報公開条
例第６条第１
項第２号によ
り非公開

物件移転補償

乙川向田町２丁
目地内

～

契約者は個人
につき、半田
市情報公開条
例第６条第１
項第１号によ
り非公開

物件移転補償

浜田町１丁目地
内

～

物件移転補償

向山町１丁目地
内 ～

物件移転補償

一部繰越明許費

円
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工事・事業名
工 事 場 所

又 は 位 置

着 工
～

完 了 等
契 約 金 額

請負業者名
又 は
契約者名

摘 要

半田乙川中部土
地区画整理事業
物件移転補償

乙川向田町１丁
目地内

～

契約者は個人
につき、半田
市情報公開条
例第６条第１
項第１号によ
り非公開

物件移転補償

一部繰越明許費

円

向山町２丁目地
内

～

物件移転補償

一部繰越明許費

円

乙川浜側町２丁
目地内

～

物件移転補償

平成 年度

繰越明許

向山町１丁目地
内

～

物件移転補償

平成 年度

繰越明許

○ 市単独事業

工事・事業名
工 事 場 所

又 は 位 置

着 工
～

完 了 等
契 約 金 額

請負業者名
又 は
契約者名

摘 要

半田乙川中部土
地区画整理事業
調査設計業務委
託

大池町４丁目地
内ほか

～

円 一財 愛知
県都市整備
協会

物件調査業務、測
量業務、換地業務、
道路等設計業務、
工事積算業務、事
業計画・実施計画
変更業務、事業運
営補助業務、鉄道
関連設計業務

半田乙川中部土
地区画整理事業
物件移転補償

浜田町１丁目地
内

～

契約者は個人
につき、半田
市情報公開条
例第６条第１
項第１号によ
り非公開

物件移転補償

半田乙川中部土
地区画整理事業
物件移転補償

向山町１丁目地
内

～

同上 物件移転補償

平成 年度

繰越明許

半田乙川中部土
地区画整理事業
ガス工事負担金

乙川浜側町２丁
目地内ほか ～

東邦瓦斯 株 ガス管移転工事
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平 成 ２ ５ 年 度 学 校 給 食 特 別 会 計

決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔学校給食センター〕

概 要

学校給食は、身体の発育期にある児童生徒にバランスのとれた栄養のある食事を提供し、児童生徒

の健康の増進、体位の向上を図るとともに、心身の健全な発達に資することを目的として実施した。

平成 年度では、放射性物資の簡易測定や遺伝子組み換え食品、不必要な食品添加物のチェック

を厳重に行うなど、安全で良質な食材を購入し、栄養バランスのとれた給食を提供した。また、学校

給食で使用する食材に地場産物を取り入れることを推進した。

歳 入 総 額 円

歳 出 総 額 円

歳入歳出差引額 円

歳 入

款１ 分担金及び負担金

現年度分 単位：円）

区 分 年度 調 定 額 収入済額 収入未済額 収納率％ 未納者人数等

小学校
人 件

人 件

中学校
人 件

人 件

合 計
人 件

人 件

滞納繰越分 単位：円）

区 分 年度 調 定 額 収入済額 収入未済額 収納率％ 未納者人数等

小中学校
人 件

人 件

款２ 繰越金

繰越金は、 円（前年度 円）で、 ％の減となった。

款３ 諸収入

諸収入は、 円（前年度 円）で、 ％の減となった。これは、学校給食試食

会実費収入 円（前年度 円）と、消費税還付金 円（前年度 千円）の増減

によるものである。
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歳 出

款１ 学 校 給 食 費

項１ 学 校 給 食 費

■ 学校給食費事業

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 

評価 給食実施回数では、台風により１回給食を中止した。食材については、

安全で良質な食材を購入し、栄養バランスのとれた給食を提供した。また、地

場産物を使用する機会を増やし、地産地消の推進に努めた。 

今後の方針 今後も、安全かつ良質な食材を安価で購入し、地場産物を多く取

り入れるなど学校給食の充実に努める。 

改善推進 

成果指標 目標値 実績値 

学校給食実施回数 回 回 

地場産物活用率 ％ ％

登録業者 業者 市内 業者、市外 業者 から、毎月見積徴収を行い、安全で良質な食材を

選定し、安価で購入するなど健全な運営に努めた。また、地産地消の推進については、米、卵は半田

市産を指定し、その他知多半島産、愛知県内産を可能な限り使用した。

○ 地産地消の状況

米 半田市産 回

卵 すべて半田市産を指定

牛肉 すべて知多半島産を指定

○ 学校給食実施回数 小学校 回、中学校 回の給食を実施した。

○ 支出済額内訳 （単位：円

区 分 小 学 校 中 学 校 計 

牛        乳 

基 本 物 資 

そ  の  他 

小   計 

副 食 材 料 費 

 合 計 

目 予算現額 決算額 執行率

１ 給食費

千円 千円 ％
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平 成 ２ ５ 年 度 黒 石 墓 地 事 業 特 別 会 計
決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔環境課〕

概 要

市民の墓地需要に対し安定供給を図ることを目的に、平成 ・ 年に拡張造成工事を行い、増設

した墓地区画（ 区画）の使用申込を受付けている。

平成 年度末申込済区画数 区画

平成 年度申込区画数 区画

残区画数 区画

歳 入

款１ 使用料及び手数料

黒石墓地の新規使用申込があった申請者から、使用料 区画あたり 千円、 区画分の

千円を収入した。

款２ 繰入金

一般会計繰入金は、公債費 千円の支出のため、使用料収入 千円を差し引いた

千円を繰り入れした。

歳 出

款１ 公債費

項１ 公債費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 元金

千円 千円 ％

２ 利子

■ 地方債の償還について

黒石墓地事業の財源として借り入れた地方債に係る元金及び利子を償還した。

○地方債の現在高の状況 （単位：千円）

区 分

借入先

平成 年度末
現在高

平 成 年 度
償 還 額 年度末現在高

元 金 利 子

その他の金融機関

 

件 黒石墓地申込状況
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平成２５年度下水道事業特別会計決算に

係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔下水道課〕

概 要

◎ 公共下水道事業について

本市の下水道事業は、昭和 年に合流式による単独公共下水道事業として着手し、雨水整備を重

点に実施してきた。その後、昭和 年に愛知県施行による「衣浦西部流域下水道計画」を上位計画

とする流域関連公共下水道に全面変更し、昭和 年度から汚水処理及び雨水排除に対する整備事業

を本格的に開始した。

汚水処理は、地形及び市街地の形態から 処理分区に分割し、３流域下水道幹線に接続・放流す

るもので、平成３年４月に供用を開始した。また、雨水排水は、地形などにより市内を 排水区に

分割し、自然流下又はポンプによる強制排水により排除するものである。

整備状況は、雨水・汚水共に８割を超え順調に整備が進んでいるところであるが、一方、汚水の

接続率は ％に留まっていることから、重点課題として「接続率向上対策」に取り組んでいる

ところである。

また、経営の健全化を図ることを目的に取り組んできた地方公営企業法の適用について、平成

年４月からの適用に向けて本格的に業務を開始した。

○ 整備状況

項 目
都市計画

決定面積

年度末

整備済面積

年度

増加面積

年度末

整備済面積
整 備 率

汚 水 整 備 ％

雨 水 整 備 ％

◎ 決算の状況

歳入決算額は、 千円（前年度 千円）で 千円、 ％の増、歳出決算

額は 千円（前年度 千円）で 千円、 ％の減となった。

歳入・歳出の差額 千円（前年度 千円）は、繰越明許費に充当すべき財源（一般会計繰

入金、基金繰入金）である。

○ 年度別決算の状況 （単位：円、％）

年 度 歳入決算額
対前年度

増 減 率
歳出決算額

対前年度

増 減 率
歳入歳出
差 引 額

差引額のうち

翌年度に繰越

すべき財源

平成 年度 △ △

平成 年度 △ △

平成 年度 △
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◎ 汚水整備の状況

汚水整備事業としては、中央処理分区 （前年度 ）を整備し、平成 年３月 日に供

用を開始した。

これにより、下水道供用開始済面積は （前年度末 ）となり、整備率として

は都市計画決定面積 に対して ％（前年度 ％増）となった。

その結果、処理区域内総人口（供用人口）は前年度末と比較して 人増の 人となり、

人口普及率は行政区域内総人口 人に対して ％（前年度 ％増）となった。

また、公共下水道への世帯の接続率は、 ポイント増の ％となった。

○ 年度別普及状況

供 用 開 始

年 月 日

行政区域

内総人口

① 人

処 理

区域面積

処理区域

内総人口

② 人

人 口

普及率

② ① ％

接続人口

③ 人

接 続 率

③ ②

％

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

◎ 雨水整備の状況

庚申排水区では雨水管を新設し、雁宿町では雁宿小学校グラウンド埋め立てによる親池の貯留能

力低下を補うため、越流塔改修工事を実施した。既設整備地区内については、管渠の増設・取付管

の改良、施設の点検修繕を実施し、雨水排水に対処した。また、浸水防除の基幹施設である排水ポ

ンプ場について、ディーゼルエンジンの整備・過給機の取替や除塵機減速機の修繕等を行ない、排

水機能の能力維持に努めた。

◎ 経営状況

下水道使用料収入は 千円（前年度 千円、 ％増）となった。昨今の景気

動向、人口減少、少子高齢化及び節水型機器の普及により水道使用量は減少傾向にあるが、下水道

供用開始区域の拡大により下水道使用件数が増加したことで、前年度に対して 千円の増加と

なった。この使用料収入により、汚水処理に係る維持管理費 千円のうち他の収入で賄うこ

とができた 千円を除いた 千円（前年度 千円）を使用料収入で賄い、さらに

汚水分に係る元利償還金の一部 千円（前年度 千円）を賄うことができた。

下水道使用料で賄った汚水処理に係る維持管理費 千円（前年度 千円）の内訳に

ついては、流域下水道維持管理費負担金等 千円（前年度 千円）、汚水管渠の維持

管理費 千円（前年度 千円）、下水道使用料徴収経費 千円（前年度 千

円）、一般管理費 千円（前年度 千円）であった。

また、一般会計繰入金で賄った雨水処理に係る維持管理費 千円 前年度 千円

の内訳については、雨水管渠の維持管理費 千円（前年度 千円）、雨水排水ポンプ場

の維持管理費 千円（前年度 千円）、一般管理費 千円（前年度 千

円）であった。その他の維持管理費として、水質規制費 千円（前年度 千円）、水洗便

所等普及費 千円（前年度 千円）、水洗便所改造資金利子補給金 千円（前年度 千

円）を支出した。
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建設改良費については 千円（前年度 千円）となったが、その事業別内訳として、

国庫補助対象事業 千円（前年度 千円）、起債対象単独事業 千円（前年度

千円）、純単独事業 千円（前年度 千円）、流域下水道建設費負担金

千円（前年度 千円）となっている。目的別内訳としては、汚水管渠費として 千円

（前年度 千円）、雨水管渠費として 千円（前年度 千円）、雨水ポンプ場費と

して 千円（前年度 千円）、流域下水道負担金 千円（前年度 千円）で

ある。なお、建設改良費が前年度と比較して 千円増加した主な要因は、汚水整備面積の増

加によるものである。

公債費については 千円 前年度 千円 である。この内、地方債償還元金が

千円 前年度 千円 となった。前年度と比較して 千円減少したが、こ

れは、平成 年度から実施してきた公的資金補償金免除繰上償還が平成 年度で終了となったため

であり、平成 年度に実施した公的資金補償金免除繰上償還の額 千円を除いた実質的な前

年度との比較は、 千円の増加となる。償還元金の内訳としては、汚水分償還元金

千円（前年度 千円）、雨水分償還元金 千円（前年度 千円）、その他特例

措置分等の元金 千円（前年度 千円）であった。

また、地方債償還利子については 千円 前年度 千円 となり、前年度と比較して

千円減少した。償還利子の内訳としては、汚水分支払利息 千円 前年度 千

円）、雨水分支払利息 千円（前年度 千円）、その他特例措置分等の利息 千

円（前年度 千円）であった。

地方債現在高としては、前年度末の 千円に対し、本年度末は 千円に、差

引 千円（ ％減）減らすことができた。その要因としては、地方債現在高の縮減を図

るため、汚水整備計画等の見直しを行い、新規の起債発行額を抑制したためである。

◎ 歳出の状況（事業別） （単位：千円）

事 業 区 分 汚水事業等 雨水事業等 合 計 備 考

１款：下水道管理費

２款：下水道建設費

３款：公債費

元金

利子

合 計

◎ 歳入の状況（事業別） （単位：千円）

事 業 区 分 汚水事業等 雨水事業等 合 計 備 考

受益者負担金

下水道使用料

国庫補助金

一般会計繰入金

地方債

その他 基金、協力金等

合 計

※翌年度に繰越すべき財源 千円は含んでいない。
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◎ 主な業務の状況

区 分
管渠延長累計 ｍ （年度末） 接続点汚水

平均流入水

量 ㎥ 日

年間汚水

総処理水

量 ㎥

流域下水道維持

管理費負担金対

象水量 ㎥汚水管 雨水管

平成 年度

平成 年度

平成 年度

区 分

使用料収入

千円）

汚水処理費

千円
維持管理費

千円

資 本 費

千円 汚水元金 汚水利子

平成 年度

平成 年度

平成 年度

区 分

有収水量

㎥

有収率

％

不明水量

㎥

比 率

％

使用料単価

×

円

処理原価

×

円

平成 年度

平成 年度

平成 年度

区 分

維持管理費

回収率

％

資本費回収

率

％

経費回収率

％

収支差引

（千円）

資本費平準

化債充当

（千円）

一般会計繰入

金充当

（千円）

平成 年度

平成 年度

平成 年度

※（ ）内は、平成 年度に新設された「分流式下水道等に要する経費」を控除した場合の数値。
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歳 入

款１ 分担金及び負担金

下水道受益者負担金は、平成 年度においては、平成 年度から平成 年度までに賦課を行った

区域等（※ 年度は区画整理地内の整備であったため賦課を行っていない。）に係る受益者負担金

の徴収を行い、現年度分 千円（うち一括納付額 千円、各期納付額 千円）、滞

納繰越分 千円、合計 千円（前年度 千円、 ％減）を収納し、建設改良費のう

ち汚水整備費用の財源として、全額 千円を充当した。

前年度と比較して納付額が減ったのは、平成 年度受益者負担金賦課対象区域の面積が前年度と

比較して減少したことによるものである。

平成 年度に賦課した区域の平成 年度徴収率は、 ％であった。これは、収納対策として、

未収納金が発生した際に、早期に、訪問及び電話により納付について説明等を実施したことによる

ものである。今後も引き続き、未収納者への早期対応及び戸別訪問による収納対策を実施する。

なお、下水道事業受益者負担金の納付状況については、別表１のとおりである。

款２ 使用料及び手数料

使用料及び手数料には、下水道使用料、土地使用料及び排水設備工事に係る各種手数料があり、

決算額は、 千円（前年度 千円）で、前年度と比較して ％の増となった。

うち、下水道使用料は、現年度分 千円、滞納繰越分 千円 合計 千円

（前年度 千円、 ％増）であった。なお、使用料の徴収は、半田市水道事業に収納事

務を委託して徴収している。

下水道使用料は、歳出１款１項６目その他維持管理費 千円、歳出１款１項２目汚水処理

施設維持管理費 千円、歳出１款１項１目の汚水分一般管理費 千円の合計汚水分維持

管理費計 千円を上回り、歳出３款１項の汚水分の地方債元利償還金に 千円 （前

年度 千円、 ％増）充てることができた。

供用開始後 年目となり、供用人口が 人（前年度 人）、年間有収水量も

千㎥（前年度 千㎥、 ％増）と順調に増加してきている。

昨今の景気動向、人口減少、少子高齢化及び節水型機器の普及等により、水道使用量は減少

しているが、供用開始区域の拡大及び接続向上対策により着実に接続件数が増加したことによ

り、下水道使用料収入は、前年度に対して 千円の増加となった。

また、上水道課と合同で実施した使用料収納対策（電話催告、訪問徴収等）により、収納率

は、減年度分については、前年度と同様 ％であったが、滞納繰越分は、対前年度 ポ

イント増の ％となった。

○ 年度別下水道使用料収入状況 （単位：円、％）

年 度
現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

調 定 額 収入済額 収納率 調 定 額 収入済額 収納率

平成 年度

平成 年度

平成 年度
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款３ 国庫支出金

平成 年度の国庫対象事業費は、 千円（前年度 千円、 ％増）となり、社会

資本整備総合交付金 千円（前年度 千円、 ％増）の交付を受けた。

項 目 事 業 費 国 費 率 交 付 金 額

社会資本整備総合交付金（下水道事業） 千円 ２分の１ 千円

款４ 財産収入

下水道事業促進基金の預金利子として 千円（前年度 千円、 ％減）を収入した。

なお、下水道事業促進基金の状況は次表のとおりである。

（単位：円）

区 分 平成 年度末
平 成 年 度 中

平成 年度末
区分 増 減

土地区画整理組合

からの寄附金分

新規分

利子分

消費税納税資金

消費税還付金

新規分

利子分

汚水管布設工事等

受託金

新規分

利子分

計
新規分

利子分

款５ 繰入金

◎ 一般会計繰入金

下水道事業特別会計における下水道施設（汚水管渠、雨水管渠、排水ポンプ場、排水設備等、そ

の他）の維持管理に要する経費、汚水管整備・雨水管整備・ポンプ場整備に要する経費及び市債の

償還に要する経費の支出のため、下水道事業特別会計において収入される特定財源等（国県補助

金、地方債、下水道使用料等）を除いた額 千円（前年度 千円、 ％増）及

び翌年度に繰越すべき財源として 千円（前年度 千円）、合計 千円を一般会計か

ら繰り入れた。

なお、「雨水公費・汚水私費」の原則により、総務省の公営企業繰出基準に基づく 千

円（前年度 千円）と繰出基準に基づかないもの 千円（前年度 千円）と

に区分される。その内訳は別表２のとおりである。

◎ 基金繰入金

下水道事業促進基金繰入金は、本年の汚水面整備区域の一部が半田西部土地区画整理区域であっ

たため、同土地区画整理組合から受け入れた寄附金から受益者負担金相当額 千円を取り崩

した。なお、翌年度に繰越すべき財源として、 千円も取り崩している。

また、平成 年度までに積み立てた消費税及び地方消費税還付金の一部 千円をその納付財

源として取り崩した。
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款７ 諸収入

諸収入は、毎年収入のある受益者負担金延滞金及び図面等の売払収入等雑入の他、水道事業から

の路面復旧工事委託金、東日本大震災派遣職員負担金及び下水道事業協力金等であり、決算額は、

千円（前年度 千円、 ％増）を収入した。

款８ 市 債

下水道事業債については、 千円（前年度 千円）となり、前年度と比較して

千円、 ％減となった。

（千円）

借 入 金 額 借 入 先 備 考 （利率）

公共下水道事業債 地方公共団体金融機構
補助分

単独分

流域下水道事業債 地方公共団体金融機構 補助分

資本費平準化債
財務省（財政融資資金）

地方公共団体金融機構

合 計
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＋
Ｃ
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数
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Ｂ
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Ｃ
＋
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～
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。
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２
６
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６
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始

―
―

合
　
計

※
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率
」
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び
「
一
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収
猶
予
に
係
る
負
担
金
額
は
含
め
て
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な
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後
の
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付
額
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、
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猶
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の
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に
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い
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付
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れ
る
額
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め
て
い
な
い
。

※
　
各
賦
課
年
度
の
Ａ
の
金
額
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、
前
年
度
の
主
要
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策
の
成
果
報
告
書
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別表２

○ 一般会計繰入金の明細

Ａ 繰出基準に基づくもの （ ）内は前年度 （単位 千円）

項 目 基 準 額 基 準 額 の 積 算 備 考

雨水処理に要

する経費

（３条）雨水処理に要する資本費
・企業債等償還元金
・ 〃 償還利息

（３条）雨水処理に要する維持管理費
ａ

──────────────────
合 計

資本費は借入の対象となった事業
の内容により事業費を区分してそ
の比率を求め、雨水分・汚水分そ
れぞれの経費に按分する。維持管
理費は経費の内容により雨水分・
汚水分に区分する。

分流式下水道

等に要する経

費

（３条）
汚水に係る元利償還金のうち、適正な使
用料を徴収しても、なお回収が困難であ
ると認められる額。（使用料単価 円 ㎥
として算定）

償還元金
償還利息

──────────────────
合 計

分流式の公共下水道等に要する資

本費のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと

認められる額。

流域下水道の

建設に要する

経費

流域下水道に対して支出した建設費負担

金の ％。ただし、平成 年度以降に実

施する事業にあっては、下水道事業債

（臨時措置分）の元利償還金に相当する

額。

（４条）償還元金
（３条）償還利息
──────────────────

合 計

広域的な水質保全を図る観点から

流域下水道の整備を推進するた

め、建設改良費の一部の額。

下水道に排除

される下水の

規制に関する

事務に要する

経費

（３条）
特定施設の設置の届出の受理、計画変更
命令、改善命令等に関する事務、排水設
備等の検査に関する事務及び除害施設に
係る指導監督に関する事務に要する経
費。
──────────────────

合 計 ｂ

次の水洗便所等普及費との区分が
困難な職員給与費は、水質規制費
と水洗便所等普及費の割合を２対
１（基準なし）として按分し、そ
れ以外の特定できる経費はそれぞ
れ特定して算出する。

水洗便所に係

る改造命令等

に関する事務

に要する経費

（３条）
水洗便所への改造命令及び排水設備に係
る監督処分に関する事務に要する経費の
２分の１。

× ＝ ｃ

前の水質規制費と同様に算定した
金額の２分の１の額。

不明水の処理

に要する経費

該当せず

〃

（３条）
計画汚水量を定めるときに見込んだ地下
水量を超える不明水の処理に要する維持
管理費に相当する額。

算出方法
Ⅰ 実際の不明水量

①－②－③ ＝ 千㎥
Ⅱ 計画不明水量

④×⑤ ＝ 千㎥
Ⅲ 繰出基準対象不明水量

Ⅰ － Ⅱ ＝ △ 千㎥
Ⅳ 繰出基準額

Ⅲ ×⑥ ＝△ 千円
負数のため基準に達せず

①平成 年度汚水処理水
千㎥

②平成 年度使用料対象水
千㎥

③区域外受入汚水その他
㎥

④計画地下水量
㎥／日× 日

＝ 千㎥
⑤処理面積整備率

÷ ＝ ％

⑥流域下水道維持管理費負担金
＝ 円／㎥
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項 目 基 準 額 基 準 額 の 積 算 備 考

地方公営企業法

の適用に要する

経費

地方公営企業法の適用に要する経費

× ＝ ｄ

地方公営企業法の適用に要する経
費の２分の１の額。

普及特別対策

に要する経費
下水道事業債（普及特別対策分）の元利
償還金の ％（平成８年度以降分）

（４条）償還元金 ×
（汚水分） ＝

（３条）償還利息 ×
（汚水分） ＝

──────────────────
合 計

下水道の普及率向上に寄与する整
備を促進するため、下水道普及特
別対策事業計画に基づき実施する
末端管渠の整備に係る事業費の一
部について繰り出す。

緊急下水道整

備特定事業に

要する経費

平成９年度から平成 年度に実施した事

業については、下水道事業債（臨時措置

分）の元利償還金に相当する額。

（４条）償還元金
（３条）償還利息
──────────────────

合 計

緊急に大幅な下水道の普及拡大を
図るため、緊急下水道整備計画に
基づき実施する管渠の整備に係る
事業費の一部について繰り出す。

臨時財政特例

債等の償還に

要する経費

臨時財政特例債等の元利償還金に相当す
る額。
（４条）償還元金
（３条）償還利息
──────────────────

合 計

臨時財政特例債及び公共事業等臨
時特例債の元利償還金等について
一般会計から繰り出す。

計 （内 訳） ３条分 ４条分

（注）表中３条・４条

地方公営企業の予算において、収入及び支出は、「収益的収入及び支出」と「資本的収入及び支

出」とに分別して定めることとされています。「収益的収入及び支出」は、予算様式の第３条に示

されているところから「３条予算」、また、「資本的収入及び支出」は、予算様式の第４条に示され

ているところから「４条予算」と言われています。
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Ｂ 繰出基準に基づかないもの （ ）内は前年度 （単位：千円）

項 目 基 準 額 基 準 額 の 積 算 備 考

維持管理費 （３条）
・下水道管理費（歳出 ～ ）
決算額

・繰出基準繰出額（維持管理費分）
ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝ △

・水洗便所改造資金利子補給金 △
・決算仮締切後収入額
・維持管理費特定財源等収入額

使用料・手数料等 △
──────────────────

差 引

一般管理費は積立金を除き、加重
平均割合（雨水 ％・汚水

％）により区分し、雨水分
は繰出基準内の維持管理費に算入
し、汚水分は繰出基準外の汚水分
の維持管理費に算入する。
維持管理費に係る特定財源（使用
料、手数料等）及び雑入等の収入
を充ててなお不足する額を繰り出
す。

建設改良に要す

る経費
（４条）
・地方債償還元金総額
・繰出基準繰出額（元金分）

雨水処理費分 △
分流式下水道経費分 △
流域下水道分 △
普及特別対策分 △
緊特事業分 △
臨時財政特例債等分 △

・維持管理費特定財源等収入額
資本費平準化債 △
使用料等 △

──────────────────
地方債償還元金繰入計

地方債償還元金から財源となる収
入額等を控除した額

（３条）
・地方債支払利息総額
・繰出基準繰出額（利息分）

雨水処理費分 △
分流式下水道経費分 △
流域下水道分 △
普及特別対策分 △
緊特事業分 △
臨時財政特例債等分 △

・維持管理費特定財源等収入額
使用料等 △

──────────────────
地方債支払利息繰入計

地方債支払利息から財源となる収
入額等を控除した額

（４条）
・下水道施設建設費（歳出 ）
決算額

・下水道施設建設費特定財源等
（国庫支出金、地方債、受益者負担金等）

△
・翌年度繰越明許費充当財源繰越額

──────────────────
建設費負担繰入計

建設改良に要する経費で国庫支出
金、市債等の収入額を充ててなお
不足する額

その他 ３条）
・水洗便所改造資金利子補給金
・水洗便所改造資金損失補償金

一般会計負担

計 （内 訳） ３条分 ４条分

一般会計繰入金
合計（Ａ＋Ｂ）

（内 訳） ３条分 ４条分
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歳 出

款１ 下水道管理費

項１ 下水道管理費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般管理費

千円 千円 ％

○ 一般管理費について

一般管理費 千円（前年度 千円、 ％減）は、総務的経費であり、積立金を除

いた一般管理費は、繰出基準によれば、維持管理費に区分されるので、１款下水道管理費のうち区

分困難な経費は、区分可能な経費の加重平均割合で汚水処理経費と雨水処理経費に按分している。

本年度の按分割合は、汚水 ％：雨水 ％であった。

前年度に対して減額となった要因は、水道事業給与費負担金（水道部長退職分）が減額となった

ためである。

主な支出は、職員 人分（臨時職員３名含む）の職員給与費 千円、下水道台帳作成業務

委託料 千円、企業会計移行事業委託料 千円、消費税及び地方消費税 千円、水

道事業給与費負担金 千円などである。

このうち、企業会計移行事業委託料については、平成 年４月からの地方公営企業法適用に向け

て、平成 年度から平成 年度までの債務負担行為（契約金額 千円）により基礎調査・基

本方針のまとめ、資産調査・評価、システムへのデータ登録及び事務手続支援業務等を委託した。

また、下水道台帳作成業務委託については、下水道施設の適切な維持管理を行うための基となる資

料であり、平成 年度に整備、改修した管渠施設（延長 ）、公共汚水ます（ 基）及び衣浦

排水機場始め６か所の排水機場設備（ 基）の情報を更新・整備した。

○ 下水道維持管理費について

２目から６目までは下水道施設の維持管理費であり、汚水処理に要する経費、雨水処理に要する

経費及びその他維持管理に要する経費を経理した。それらの維持管理費を５つの目に分けて、一般

会計が負担すべき経費と下水道使用料で賄うべき経費とを明確に区分して執行した。

目 予算現額 決算額 執行率

２ 汚水処理施設維持管理費

千円 千円 ％

○ 汚水処理施設維持管理費について

汚水処理施設維持管理費 千円（前年度 千円、 ％減）については、既設の汚水

管渠等の維持管理費を経理し、全額を下水道使用料で賄った。

主な支出は、汚水管渠等維持修繕工事 件 千円である。

市民からの要望等により管路閉塞等の機能障害の発生に対し、迅速な対応を行うとともに、施設
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の巡視活動を定期的に実施し、不良か所の修繕、清掃を行い適切な汚水処理施設の維持及び生活環

境の保全に努めた。

目 予算現額 決算額 執行率

３ 雨水処理施設維持管理費

千円 千円 ％

○ 雨水処理施設維持管理費について

雨水処理施設維持管理費 千円（前年度 千円、 ％増）は、既設の雨水管渠等の維

持管理費を経理し、全額を一般会計が負担すべき経費とした。

主な支出は、雨水管渠等維持修繕工事 件 千円である。

雨水幹線・管渠及びスクリーンの清掃を実施し、排水機能の維持に努めるとともに、雨水取付管

及びマンホールの不具合箇所の修繕を実施した。また、既設雨水管に土砂の堆積を確認したため、

内部調査を実施し管の損傷状態を確認した。

なお、８月に発生した浸水被害の対策として、水路の除塵スクリーンの構造変更及び排水施設の

構造見直しを実施した。さらに、宅内にあるプランター、ゴミ等や除草した草木が水路に流れ込ん

だことが被害発生のひとつの要因であったたことから、市報を活用して適正な管理についてＰＲに

努めた。

目 予算現額 決算額 執行率

４ 排水ポンプ場施設維持管理費

千円 千円 ％

○ 排水ポンプ場施設維持管理費について

市内の低地帯において、降雨時に自然排水ができない区域の浸水防除を目的として か所に設置

したポンプによる強制排水施設のうちで、特別会計で管理している排水ポンプ場８か所（北浜田、

有楽、東成岩、吉野、瑞穂、旭、若宮、新居）の維持管理費を経理し、全額を一般会計が負担すべ

き経費とした。

排水ポンプ場施設維持管理費 千円（前年度 千円、 ％増）の主な支出は、排

水ポンプ場の電気料を始めとする光熱水費 千円、排水ポンプ場場内設備保守点検業務委託

料 千円、排水ポンプ場運転保守点検及び遠方監視業務委託料 千円などの委託料

千円、排水ポンプ場の維持補修のための工事請負費 千円である。このうち、指定修

繕工事として、旭排水ポンプ場において、ディーゼルエンジン分解整備を東成岩・有楽排水ポンプ

場において除塵機減速機等の修繕を実施した。維持修繕工事としては、北浜田排水ポンプ場の

ディーゼルエンジン過給機の修繕を実施するとともに、保守点検業務結果をもとに、機器の故障や

不具合を修繕することにより、設備の機能を維持し、降雨時に備えることができた。

目 予算現額 決算額 執行率

５ 排水設備等維持管理費

千円 千円 ％
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■ 排水設備等維持管理事業〔下水道課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 直近 年間の供用開始区域内における未接続世帯 ）及び集合住宅

）を対象に戸別訪問を延べ 件余実施し、平日にお会いできなかった場合

は、土・日曜日にも行った結果、排水設備工事確認審査件数の目標値を上回るこ

とができた。この効果は、接続率に換算すると ％相当となる。なお、平成 年

月 日供用開始となった区域を含めて算出する接続率については、対前年度比

％増の ％となったが、目標値を ﾎﾟｲﾝﾄ下回った。
改善推進

今後の方針 下水道課職員による「対象世帯・取り組むテーマを明確にした戸別

訪問」を基本とし、指定工事店や関係部署と連携した営業活動と市報や自治区回

覧等を活用した広報活動を、それぞれ強化・工夫しながら展開することにより、

接続率向上に努める。

成果指標 目標値 実績値

接続率 ％ ％

排水設備工事確認審査件数 件 件

排水設備等維持管理費 千円（前年度 千円、 ％増）については、排水設備の普及促進

及び確認審査・完了検査に要する経費並びに下水道指定工事店の指定・指導に要する経費（水洗便

所等普及費）、公共下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費（水質規制費）及び

水洗便所改造資金利子補給金について経理した。水洗便所等普及費については、経費の２分の１の

額を一般会計で負担し、水質規制費及び水洗便所改造資金利子補給金については、全額を一般会計

で負担する経費とした。

主な支出は、特定施設水質検査手数料 千円、水洗便所改造資金利子補給金 千円である。

なお、本年度の公共下水道への接続件数等の状況は次のとおりである。

○ 接続世帯等の状況

一般家庭

件

事 業 所 （件） 官 公 署

件

計

件営 業 工 場 計

年度接続状況

前年度末接続状況

計

○ 水洗便所改造資金融資あっせん状況 平成 年３月 日現在

区 分
融資あっせん件数 件

平成 年度 累 計

くみ取りトイレからの改造工事

浄化槽トイレからの改造工事

計

※ 累計は平成３年度からの累計件数 内は前年度
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○ 排水設備の普及促進について

排水設備の普及促進を図るため、供用開始区域内の未接続家屋のうち、直近５年間の供用開始区

域内における未接続世帯及び集合住宅を対象に、平日に加え、土・日曜日も戸別訪問を実施した。

その結果、未接続世帯については、 世帯を訪問し、早期接続に向けてのＰＲ及び下水道への

接続に対する意向を把握することができた。さらに、ケーブルテレビ、市報及び地区を限定した回

覧板等を活用した広報を行い、下水道の必要性をアピールした。

今後も下水道課職員による戸別訪問を行い、さらに、指定工事店や関係部署と連携した営業活動

と市報や自治区回覧等を活用した広報活動をそれぞれ強化・工夫しながら展開することにより排水

設備の普及促進に努める。

目 予算現額 決算額 執行率

６ その他維持管理費

千円 千円 ％

○ 流域下水道維持管理費負担金事業等について

その他維持管理費 千円（前年度 千円、 ％増）は、愛知県が設置・管理する

流域下水道に係る維持管理費等負担金及び下水道使用料収納事務委託料を経理し、全額を使用料収

入で賄った。

支出の内訳は、流域下水道維持管理費負担金 千円、流域下水道資本費負担金 千

円、下水道使用料収納事務委託料 千円（半田市水道事業へ委託）である。

款２ 下水道建設費

項１ 下水道建設費

目 予算現額 決算額（翌年度繰越額） 執行率

１ 下水道施設建設費

千円 千円

（ ）

％

○ 下水道施設建設費について

下水道施設建設費 千円（前年度 千円、 ％増）は、建設改良に要する経費で

あり、国庫補助対象事業（一般分）、起債対象単独事業（県補助対象及び市単独事業）、純単独事業

及び流域下水道建設費負担金に区分される。

項 目 合 計
国庫補助
対象事業

起 債 対 象
単 独 事 業

（市単独事業）
純単独事業

流域下水道
建設費負担金

下水道施設建設費

○ 繰越明許費について

平成 年度に汚水管整備を行った中央処理分区 の路面復旧工事、半田西部地区の汚水管整
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備工事８ 及び庚申排水区の雨水管整備工事については、本年度中に事業が完了することができな

いため、繰越明許費により平成 年度に繰越した。（ 千円）

■ 汚水整備事業〔下水道課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 平成 年度に計画した汚水管整備工事等が完了し、供用開始区域が拡大し

たことにより、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けた基盤整備が図

れた。

改善推進
今後の方針 新設する汚水管整備については、平成 年度に整備完了を目指す。

また、既設汚水管及び不明水対策については、老朽化が著しい区域から長寿命化

計画を策定することにより国庫補助金の交付を受けて管渠施設の改築・更新を図

る。

成果指標 目標値 実績値

汚水整備率 ％ ％

人口普及率 ％ ％

汚水整備事業として、中央処理分区 （板山地区 、半田西部 ）の汚水管整備工事

千円（○ ㎜、施工総延長 ｍ）、汚水管整備に伴う路面復旧工事 千円

（施工総面積 ㎡）、供用開始区域内汚水管整備工事 千円（○ ㎜、施工延長

ｍ）を実施した。

その結果、全体整備計画面積 に対し 供用開始区域の面積は、前年度比 ポイント

増の 、整備率にして ％となり、目標値を達成することができた。

○ 年度別汚水整備状況 （単位： ）

年度以前 年度 年度 年度 年度 年度 現 計

整備面積

整備面積累計

※（ ）は既設外書き。

※ 年度は、新たに都市計画決定区域に編入したのぞみが丘 を含む。

■ 雨水整備事業〔下水道課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 庚申排水区の管渠整備や雁宿小学校グラウンド埋め立てによる親池の貯留

能力低下を補うため、越流塔改修工事を実施した。また、排水ポンプ場の主要機

器の年次点検を始め、ポンプの試運転や日常点検結果を基に機器等の不良箇所の

整備及び分解点検・整備を行ない、排水機能の保持に努めた。
改善推進

今後の方針 年確率 対応で整備を進めているが、局地的な集中豪雨によ

り、浸水被害が懸念されるため、既存整備地区の再検討を実施する中、環境の変

化に即した管渠整備を実施し、浸水被害の軽減に努める。また、排水ポンプ場の

施設の長寿命化計画を策定し、より効果的な改築・更新に努める。

成果指標 目標値 実績値

雨水管整備率 ％ ％
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浸水被害対策において、雨水整備事業として、庚申排水区の管渠布設工事 千円（○

、○ ㎜、施工総延長 ｍ）、雁宿町の親池越流塔改修工事 千円（越流塔改修工

１式）を実施した。

排水ポンプ場整備工事として、 千円（瑞穂排水ポンプ場のディーゼルエンジン分解整備・

過給機取替、有楽排水ポンプ場の非常用自家発電機分解点検調査）を実施した。

また、８月に発生した浸水被害の対策として、既整備地区の現状を把握するための測量調査を実

施した。

○ 年度別雨水整備状況 （単位： ）

年度以前 年度 年度 年度 年度 年度 現 計

整備面積

整備面積累計

※ 年度は、新たに都市計画決定区域に編入したのぞみが丘及びその周辺区域 を含む。

○ 衣浦西部流域下水道建設負担金について

愛知県が実施している衣浦西部流域下水道の建設に要する経費について、本市の負担金として

千円を県に支出した。平成 年度の主な事業内容は、衣浦西部浄化センターの汚泥焼却施設

の機械設備更新工事、管廊の耐震補強工事及び２系汚泥・水処理施設の監視設備更新工事であっ

た。今後も県及び構成市町と共に効率的な流域下水道の建設を進めていく。

款３ 公 債 費

項１ 公 債 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 元金

千円 千円 ％

２ 利子

■ 地方債の償還について

地方債の償還金は、元金 千円（前年度 千円、 ％減）、利子 千円

（前年度 千円、 ％減）の合計 千円（前年度 千円、 ％減）とな

り、前年度と比較して 千円減少した。本年度末の地方債残高は 千円となり、

前年度末 千円から 千円（ ％減）を減らすことができた。

一方、下水道利用者の世代間での負担の公平性を図るため、公債費負担を後年度に繰り延べるた

めの新たな資本費平準化債 千円（前年度 千円）を借入れた。

公債費については、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用することにより、後年度の負担を大

きく軽減することができた。しかし、将来の下水道事業の健全な経営のためには、引き続き起債額

を抑制し、かつ、接続率を向上し、下水道使用料の増加に努めることが重要である。
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○ 地方債の現在高の状況（借入先別） （単位：千円）

区 分

借 入 先

年度末

現在高

年 度

借入額

年 度 償 還 額 年度末

現在高
元金 利 子 計

財政融資資金 財務省

かんぽ生命保険

地方公共団体金融機構

地方公務員共済組合連合会

その他の金融機関

計

○ 平成 年度元利償還金（資本費）の内訳 （単位：千円）

区 分

管 渠 費 ポ ン プ 場 費 計

元 金 利 子 元 金 利 子 元 金 利 子

通

常

分

汚水処理費 ― ―

雨水処理費

特

例

分

汚水処理費 ― ―

雨水処理費

合 計

款４ 予備費

項１ 予備費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 予備費

千円 千円 ％

■ 予備費の充用について

予備費については、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予算措置し、本年度は１款１

項１目 事業：下水道事業一般管理費へ 千円充用した。
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主要工事等の調べ（ 件 万円以上）

契約金額欄（ ）内数値は継続費等に係る契約額

款１ 下水道管理費

項１ 下水道管理費

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等

契 約 金 額
円

請負業者名
又 は

契約者名
摘 要

排水ポンプ場等
施設の運転・保
守点検及び遠方
監視業務委託に
係る長期継続事
業

住吉町四丁目地
内ほか ～

株 エステ
ム半田営業
所

排水ポンプ場、排水
機場、汚水ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝ
ﾌﾟ及び宅内ﾎﾟﾝﾌﾟの運
転・保守点検業務及
び遠方監視業務
契約金額

円のうち
特別会計分 ％

円

排水ポンプ場等
沈砂池清掃工事

新居・若宮・吉
野・北浜田・瑞
穂・東成岩・有
楽・旭排水ポン
プ場 他

新居町六丁目地
内始め１３か所

～

ホーメック
ス（株）

沈砂池清掃工 か所
新居排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
若宮排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
吉野排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
北浜田排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

㎥
瑞穂排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
東成岩排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

㎥
有楽排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
旭排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ㎥
その他 ㎥
契約金額

円のうち
特別会計分

円

排水ポンプ場電
気設備点検業務
委託

新居始め８排水
ポンプ場

新居町六丁目地
内始め８か所

～

ＪＦＥ電制
（株）知多
営業所

排水ポンプ場の電気
設備点検業務 式

排水ポンプ場指
定修繕工事

旭排水ポンプ場

川崎町一丁目地
内

～

ヤンマーエ
ネルギーシ
ス テ ム
（株）名古
屋支店

ディーゼルエンジン
分解整備工 号機

式

排水ポンプ場維
持修繕工事（そ
の１３）

北浜田排水ポン
プ場

住吉町四丁目地
内

～

松 岡 産 業
（株）

排水ポンプ用ディ－
ゼルエンジン過給機
整備工（ 号機） 式

公営企業会計移
行委託

東洋町三丁目地
内

～

（株）中央
設計技術研
究所

地方公営企業会計移
行に必要な業務委託
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款２ 下水道建設費

項１ 下水道建設費

○ 国庫補助対象事業（一般分）

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等

契 約 金 額
円

請負業者名
又 は

契約者名
摘 要

汚水管整備に伴

う路面復旧工事

（第１工区）

中央処理分区汚

水（その１）

北二ツ坂町二丁

目地内ほか ～

（株）七番組 車道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

歩道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

㎡

透水性舗装工

㎡

区画線工 式

付帯工 式

汚水管整備に伴

う路面復旧工事

（第２工区）

中央処理分区汚

水（その２）

桐ヶ丘五丁目地

内ほか ～

（株）植田組 車道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

歩道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

㎡

透水性舗装工

㎡

区画線工 式

付帯工 式

汚水管整備に伴

う路面復旧工事

（第３工区）

中央処理分区汚

水（その３）

板山町十丁目地

内ほか ～

八洲建設

（株）

車道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

㎡

コンクリート舗装

㎡

歩道舗装工

アスファルト舗装工

弁柄 ㎡

㎡

乗入 ㎡

弁柄 ㎡

区画線工 式

付帯工 式

汚水管整備に伴

う路面復旧工事

（第４工区）

中央処理分区汚

水（その４）

板山町十二丁目

地内ほか ～

（株）清久建

設

車道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

㎡

歩道舗装工

アスファルト舗装工

㎡

㎡

区画線工 式

付帯工 式
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汚水管整備工事

（第５工区）

中央処理分区汚

水（その１）

北二ツ坂町一丁

目地内ほか ～

（株）清久建

設

施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

マンホール設置工

か所

汚水ます設置工

か所

取付管工 か所

付帯工 式

汚水管整備工事

（第６工区）

中央処理分区汚

水（その２）

北二ツ坂町二丁

目地内ほか ～

（株）元組 施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

マンホール設置工

か所

汚水ます設置工

か所

取付管工 か所

付帯工 式

汚水管整備工事

（第７工区）

中央処理分区汚

水（その３）

板山町十丁目地

内ほか ～

（株）七番組 施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管推進工

ｍ

マンホール設置工

か所

汚水ます設置工

か所

取付管工 か所

付帯工 式

汚水管整備工事

（第８工区）

中央処理分区汚

水（その４）

板山町九丁目地

内ほか ～

新美建設

（株）

施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管布設工

ｍ

マンホール設置工

か所

汚水ます設置工

か所

取付管工 か所

付帯工 式

汚水管整備工事

（第９工区）

中央処理分区汚

水（その５）

板山町八丁目地

内ほか ～

（株）大進 施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

マンホール設置工

か所

汚水ます設置工

か所

取付管工 か所

付帯工 式

― 328 ―



 

汚水管整備に伴

う移転補償

（上水道管）

中央処理分区汚

水（その１）

板山町九丁目地

内ほか ～

半田市水道事

業

管布設工 ｍ

制水弁 か所

給水 か所

仮設工 式

汚水管整備に伴

う移転補償

（上水道管）

中央処理分区汚

水（その２）

板山町八丁目地

内ほか ～

半田市水道事

業 管布設工 ｍ

制水弁 か所

消火栓 か所

給水 か所

仮設工 式

汚水管整備に伴

う移転補償

（ガス管）

中央処理分区汚

水（その２）

板山町八丁目地

内ほか ～

東邦瓦斯

（株）導管部

東部センター

本埋設 ｍ

仮埋設 ｍ

本撤去 ｍ

排水ポンプ場整

備工事

瑞穂排水ポンプ

場

瑞穂町七丁目地

内 ～

松岡産業

（株）

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ過給機取

替工（ 号機） 式

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ分解整備

工（ 号機） 式

非常用自家発電

機分解点検調査

業務委託（その

１）

有楽排水ポンプ

場

川崎町一丁目地

内 ～

松岡産業

（株）

非常用自家発電機

（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ）分解

点検調査 式

雨水管整備工事

（第１０工区）

庚申排水区

庚申町二丁目地

内ほか ～

新美建設

（株）

施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管布設工

ｍ

マンホール設置工

か所

取付管及び集水桝工

か所

付帯工 式

雨水管整備に伴

う移転補償

（ガス管）

庚申排水区

庚申町二丁目地

内 ～

東邦瓦斯

（株）導管部

東部センター

本埋設 ｍ

本撤去 ｍ
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○ 起債対象単独事業

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等

契 約 金 額
円

請負業者名
又 は
契約者名

摘 要

供用開始区域内
汚水管整備工事
（布設替）
中央処理分区

清城町二丁目地
内ほか

～

山本粘土建
設（株）

施工延長 ｍ

内径 管布設工

ｍ

内径 管布設工

ｍ

塩ビ製小口径マンホー

ル設置工 か所

取付管工 か所

付帯工 式

親池越流塔改修
工事
中央排水区

清城町一丁目地
内

～

大 耕 建 設
（株）

越流塔改修工 式
越流壁設置工 式
仮設工 式
浚渫工 式
付帯工 式
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平 成 ２ ５ 年 度 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て
〔防災交通課〕

◎ 雁宿駐車場について

半田市の中心地区であり商業・業務施設が集積し、知多半田駅という交通の結節点に位

置する場所に、都市交通環境の改善と秩序ある自動車利用の促進を図るため、パーク・ア

ンド・ライド方式を含む半田市雁宿駐車場 平成４年４月１日に供用開始・収容台数

台 を市直営（管理業務は、社会福祉法人半田身体障害者福祉会に委託）で運営している。

また、雁宿駐車場は４月から雁宿ホールとの一体利用に移行しており、雁宿ホール利用

者の一部について誘導を図り、雁宿ホール利用者減免分負担金 千円を雁宿ホール所

管課の生涯学習課から収納した。

なお、平成 年７月 日に半田市雁宿駐車場条例施行規則を改正し、パーク・アン

ド・ライド定期券の発行枚数の制限（ 枚）を撤廃し、利便性の拡大を図った。

◎ 知多半田駅前再開発ビル駐車場について

平成 年４月 日から再開発ビル駐車場（クラシティ半田４、５階・収容台数

台）が供用開始された。管理は指定管理者による利用料金制（料金収入から管理経費を賄

う）を採用している。 年度はテナントの相次ぐ撤退の影響により、利用台数が

台（ 年度 台）と減少したことから、剰余金は 円（ 年度

円）と減少した。

なお、施設の維持管理のため大規模修繕積立金等 円を支出した。

歳 入

款１ 使用料及び手数料

雁宿駐車場使用料収入については、 千円 平成 年度 千円）であった。

なお、駐車利用した車両台数は年間 台（ 年度 台）で利用状況は次のと

おりであった。（款３諸収入として、雁宿ホール利用者減免分負担金 千円あり。）

．使用料収入 （単位：円）

区分

年度

一日駐車

ﾊﾟｰｸ･ｱﾝﾄﾞ

･ﾗｲﾄﾞ一日

一回駐車券

ﾊﾟｰｸ･ｱﾝﾄﾞ

･ﾗｲﾄﾞ定期

駐 車 券

全日定期

駐 車 券

回 数

駐 車 券
合 計

．利用台数 （単位：台）

区分

年度

一 般 駐 車
ﾊﾟｰｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾄﾞ

一日一回駐車

ﾊﾟｰｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾄﾞ

定 期 駐 車
全日定期駐車 合 計
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款２ 繰入金

○一般会計繰入金について

雁宿駐車場における 年度に取り壊したパズルタワー部分の屋根設置工事費 千

円を始め、管理運営費及び知多半田駅前再開発ビル駐車場における大規模修繕積立金並

びに火災保険料の財源として、駐車場事業特別会計で収入した特定財源分の額を除いた

金額 千円（ 年度 千円）を一般会計から繰り入れた。

款３ 諸収入

知多半田駅前再開発ビル駐車場を利用料金制にて管理している指定管理者から同駐車

場の事業収入（剰余金）として 千円の納入があった。

また、雁宿ホール利用者減免分負担金 千円を収納した。

歳 出

款１ 駐 車 場 管 理 費

項１ 総 務 管 理 費

■ 雁宿駐車場管理運営費

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 雁宿駐車場管理運営施行規則の改正によるパーク・アンド・ラ
イド定期券の発行枚数の撤廃により、発行枚数は 枚 年度末
枚 に増加し、平成 年度の使用料及び雁宿ホール利用者減免負担金
を合わせた収入は 千円となり、 年度の使用料収入 千円
よりも 千円の増加となった。
今後の方針 駐車場事業特別会計決算において、歳入が歳出に不足
し、一般会計からの繰入金が措置されている状況を改善するため、歳
入についてはパーク・アンド・ライド定期駐車券利用者の増加を図
り、歳出については雁宿駐車場に常勤している半田身体障害者福祉会
職員の勤務体制の見直しなどを検討するなどして、委託料経費等の削
減を図る。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

雁宿駐車場の使用料収入 千円 千円

年度に取り壊したパズルタワー部分の屋根設置工事費 千円を始めとする一般

管理運営費として 千円（ 年度 千円 ％減）を支出した。一般管理運

営費のうち雁宿駐車場管理運営業務を社会福祉法人半田身体障害者福祉会に委託した。

（ 千円）

■ 知多半田駅前再開発ビル駐車場管理

知多半田駅前再開発ビル駐車場は、指定管理者による利用料金制の管理であるが、火災

保険料８千円と大規模修繕積立金 千円（ 年度 千円）を半田市で負担した。

目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率

１ ． 一 般 管 理 費

千 円 千 円 ％
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主要工事等の調べ（１件５００万円以上）

款１ 駐 車 場 管 理 費

項１ 総 務 管 理 費

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等

契 約 金 額
円

請負業者名
又 は

契約者名
摘 要

半田市雁宿駐

車場管理運営

委託

星 崎 町 三 丁

目 番地 ～

福 半田身

体障害者福

祉会

施設管理

使用許可

使用料徴収

半田市雁宿駐

車場改修工事

星 崎 町 三 丁

目 番地 ～

株 大進 屋根工

シャッター工

電気工

福祉文化会館

駐車場駐車機

器借上・雁宿

駐車場駐車機

器借上に係る

長期継続契約

事業

雁 宿 町 一 丁

目 番 地 の

１ほか

～

上段：全体契

約金額

中段：うち雁

宿駐車

場分

下段：うち

年度分

興銀リース

株

雁宿駐車場料金シス

テム借上

― 333 ―



平 成 ２ ５ 年 度 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 特 別

会 計 決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て
〔財政課〕

＜概 要＞ 平成 年度におけるモーターボート競走全国 場の年間総売上金額は、開催日数が前年
度より 日増加したこと及び一日平均売上金額が前年度比 ％増（ 千円）となったことによ
り、前年度比 ％増の 千円となった。

常滑競走場（専用場外発売場を含む）については、Ｇ１レース２回に加え、モーターボート競走の
最高峰であるＳＧレースが開催されたこともあり、年間総売上金額は前年度比 ％増の
千円であった。その他の状況は下記「平成 年度常滑競走場等売上状況」のとおりとなっている。

なお、半田市モーターボート競走事業特別会計の歳入決算額は 千円（前年度比 ％増）、
歳出決算額は 千円（同 ％増）、歳入歳出差引額は 千円であった。

平成 年度常滑競走場等売上状況

（単位：千円）

区 分 平成 年度 平成 年度
比 較

増 減 額 増 減 率

年 間 舟 券 売 上 額
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ川崎

（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ名古屋

％
％
％

年 間 利 用 者 数
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ川崎
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ名古屋

人
人
人

人
人
人

人
人

△ 人

％
％

△ ％
一日平均舟券売上額

（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ川崎
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ名古屋

△
％

△ ％
％

一人当たり購買額
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ川崎
（うち ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ名古屋

円
円
円

円
円
円

円
円
円

％
△ ％

％

＊平成 年度の年間開催日数は、 日 うち半田市分 日 であった。

＜参考（ＳＧレース及びＧ１レース開催実績）＞
○【ＳＧ】「第 回グランドチャンピオン決定戦」（平成 年６月 日～６月 日）

売上金額合計 千円
本場（ 千円）、電話投票（ 千円）、場外委託（ 千円）、
ボートピア川崎（ 千円）、ボートピア名古屋（ 千円）

○【Ｇ１】「東海地区選手権」（平成 年２月 日～２月 日）※２月 ・ 日は荒天により中止順延

売上金額合計 千円
本場（ 千円）、電話投票（ 千円）、場外委託（ 千円）、
ボートピア川崎（ 千円）、ボートピア名古屋（ 千円）

○【Ｇ１】「開設 周年記念競走マーメイドグランプリ」（平成 年３月８日～３月 日）
売上金額合計 千円

本場（ 千円）、電話投票（ 千円）、場外委託（ 千円）、
ボートピア川崎（ 千円）、ボートピア名古屋（ 千円）

歳 入

款１ 事 業 収 入
平成 年度は競艇事業収入として 千円の収入があった。

款２ 財 産 収 入
モーターボート競走事業財政調整基金の利子として 千円の収入があった。
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款３ 繰 越 金
前年度からの繰越金として、 千円の収入があった。

款４ 諸 収 入
平成 年度の本会計の歳計現金に係る預金利子は０円であった。

歳 出

款１ 事 業 費

項１ 事 業 費

事業費として各種会議等出席に係る旅費 千円、役務費で２千円を支出した。その他、半田市
モーターボート競走事業財政調整基金（平成 年３月設置）の利子収入 千円を同基金に積立て
た。

款２ 繰 出 金

項１ 繰 出 金

平成 年度は、常滑競走場の年間総売上金額が前年度比 ％増となったことから、当初見込ん
でいた 千円を上回る 千円の競艇事業収入があった。その結果、予算額どおり 千
円を一般会計に繰り出すことができた。今後も競艇事業のＰＲなどにより競艇事業収入を確保し、
一般会計へ繰出しを行っていきたい。

競艇事業収入の過去３年間の使途と基金残高の状況
（単位：千円）

年
度

事業収入
事業収入の使途状況等

備考
年度末
基金残高

一般会計
繰出金

基金積立
その他
繰越等

※
※主な財源
： 年度繰越金

※ ※ 年度に繰越

目 予算現額 決算額 執行率

１ 事業費

千円 千円 ％

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般会計繰出金

千円 千円 ％
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平 成 ２ ５ 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔保険年金課〕

１．概 要

国民健康保険事業特別会計の歳入総額は、 千円（前年度 千円）で、前年度比 ％

の増、歳出総額は 千円 前年度 千円 で、前年度比 ％の増となった。

歳入歳出差引額は、 千円（前年度 千円）の黒字となり次年度へ繰り越した。

その要因は、歳入において国民健康保険税や諸収入などが予算額を上回ったこと、また、歳出において保険

給付費が予算額を大きく下回ったことによるものであった。

平成 年度も、支払準備基金積立金へ 千円（前年度 千円）を積み立て、平成 年度末現

在の積立金残高は 千円となった。収納率の向上により、国民健康保険税収入は増加に転じているも

のの、平成 年度から実施する保険税率の引下げと被保険者減少による調定額の減少や医療技術の進歩などに

よる医療費の増大により、国保財政を取り巻く環境は厳しいものと見込まれる。今後も積立金の活用により、

安定した事業運営を行っていく。

２．歳 入

歳入のうち、国民健康保険税総額は 千円（前年度 千円）で ％の減少となり、前年

度を 千円下回る結果となったが、収納率は、現年度課税分収納率 ％（前年度 ％）と

ポイントの増、過年度課税分収納率 ％（前年度 ％）と ポイント増と向上した。

今後も、収納課と連携を図り滞納整理を強化し収納率の向上に努める。

国・県支出金は総額 千円（前年度 千円）で ％の減となった。主な要因は、国庫支出金の

内、療養給付費負担金及び財政調整交付金が前年度より 千円減少したことによる。

その他主なものとして、療養給付費等交付金 千円（前年度 千円）で ％の増、前期高齢者

交付金は 千円（前年度 千円）で ％の増、一般会計繰入金は 千円で、前年度

千円に比べ 千円の減であった。

３．歳 出

歳出のうち、総務管理費 千円（前年度 千円）を支出した。また、前年度に引き続き収納向上

特別対策事業を実施し、賦課徴収費として 千円（前年度 千円）を支出した。

後期高齢者医療費支援金は 千円（前年度 千円）で ％の増で、介護納付金について

は、 千円（前年度 千円）で ％の増となり、高齢化の進展により拠出額が大幅な増加とな

った。特に、介護納付金の伸び率が顕著であった。

保険給付費は総額 千円 前年度 千円 で ％の増となった。

保健事業費としては、 千円 前年度 千円 を支出した。内容としては、健康管理の重要性、

医療費の適正化のための医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知、レセプト点検の実施及び特定健診・特

定保健指導に関する費用である。
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歳 入 の 状 況

区 分
年度予算現額

千円
年度決算額

千円
年度決算額

千円
決算額前年度比

％

国 民 健 康 保 険 税

内

訳

一 般 現 年 分

一 般 滞 納 分

退 職 現 年 分

退 職 滞 納 分

国 庫 支 出 金

内

訳

療養給付費負担金

後期高齢者支援金負担金

介護納付金負担金

高額医療費共同事業負担金

特定健診等負担金

財政調整交付金

そ の 他 皆減

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

県 支 出 金

共 同 事 業 交 付 金

財 産 収 入

繰 入 金

内

訳

保険基盤安定繰入金

その他一般会計繰入金

繰 越 金

連 合 会 支 出 金

諸 収 入

内

訳

延滞金加算金及び過料

預 金 利 子

雑 入

合 計
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被保険者数・世帯数（年度平均）

歳入の財源内訳

 
（単位：百万円）

国保税 国 県 支払基金等 市 その他 合 計

年度

年度

年度

年度

年度
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国 保 税 の 決 算 状 況 （単位：千円）

科 目

予算現額

Ａ

調 定 額

Ｂ

収入済額

Ｃ

未収入額

Ｂ－Ｃ

対予算

収入率

Ｃ／Ａ

対調定

収入率

Ｃ／Ｂ

一

般

分

現年分

滞 納

繰越分

退

職

者

分

現年分

滞 納

繰越分

全

被

保

険

者

分

現年分

滞 納

繰越分

歳 入

合 計

注 未収入額の 内は不納欠損分
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歳 出

款１ 総 務 費

項１ 総 務 管 理 費

■ 総務管理事務

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 
評価 被保険者資格の適正に努め、適正な保険給付を実施することができた。高額療養費

支給申請のお知らせなど迅速な処理を実施し、被保険者へのサービスの向上を図ることが

できた。         
今後の方針 半田市の人口減少と後期高齢者医療制度への移行により、更に被保険者の減

少は加速すると思われる。一方、医療費は高齢化及び高度医療の進展により引き続き増加

すると思われるので、適正な被保険者資格管理により、保険税の賦課及び保険給付を実施

し、保険財政の健全化を図っていく。  

改善推進 

成果指標 目標値 実績値 

資格の適用の適正化人数 人 人

国民健康保険事業における一般管理費は、総額で 千円（前年度 千円）を支出した。経常的な

委託料は、国保連合会への共同電算委託料 千円、実績報告書作成ソフト保守委託料 千円であった。

また、国保連合会への負担金は、 千円（前年度 千円）であった。

項２ 徴 税 費

■ 国民健康保険税賦課徴収事務

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 
評価 早期の電話催告や訪問徴収等を実施し、滞納者の増加を防ぐとともに、国保税の軽

減や減免制度を活用し、納付しやすい環境が定着したことで、昨年度を ポイント上回

る収納率を確保できた。

今後の方針 今までの収納向上対策を継続しつつ、平成 年度は保険証の切り替え時期で

あるため、折衝できない居所不明者の実態調査を強化し、実態に即していないものを職権

削除することで未納額の減少を図る。 

改善推進 

成果指標 目標値 実績値 

国民健康保険税現年分収納率

賦課徴収費は予算額 千円に対し、執行額 千円で 千円の減となった。役務費及び委託料が

当初の見込みより減少した。

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般管理費

千円 千円 ％

２ 連合会負担金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 賦課徴収費

千円 千円 ％
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項３ 運 営 協 議 会 費

■ 国民健康保険運営協議会

国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営に関する重要事項の審議答申を得るために設けられており、

平成 年度は 回開催した。第 回（ 月開催）は、平成 年度の決算についてと特定健診・特定保健指

導についての報告を行った。第 回（ 月開催）は、協議事項として半田市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて協議し、報告事項として平成 年度事業の報告を行った。

款２ 保 険 給 付 費

項１ 療 養 諸 費

■ 療養給付費

保険給付費のうち療養給付費、療養費及び審査支払手数料の合計は、予算現額 千円に対し、

決算額は 千円（前年度 千円）で前年度比 ％の増であった。

目 予算現額 決算額 執行率

１ 運営協議会費

千円 千円 ％

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般被保険者療養給付費

千円 千円 ％

２ 退職被保険者等療養給付費

３ 一般被保険者療養費

４ 退職被保険者等療養費

５ 審査支払手数料
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項２ 高額療養費

■ 高額療養費

予算現額 千円に対し、決算額は 千円（前年度 千円）で前年度比 ％の増とな

った。支給件数は、 件（前年度 件）で、この内現物給付件数は 件（前年度 件）で

あった。

また、高額介護合算療養費は、 件で 千円（前年度 件 千円）を支給した。

項４ 出産育児諸費

■ 出産育児一時金

被保険者の出産児１名につき 千円 産科医療補償制度加入の分娩機関以外での出産は 千円 を世帯

主に支給するもので、平成 年度は 名 前年度 名 に給付を行った。

項５ 葬 祭 諸 費

■ 葬祭費

被保険者の死亡１件につき 千円を葬祭執行者に支給するもので、平成 年度は 名 前年度 名）

に給付を行った。

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般被保険者高額療養費

千円 千円 ％

２ 退職被保険者等高額療養費

３ 一般被保険者高額介護合算療養費

４ 退職被保険者等高額介護合算療養費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 出産育児一時金

千円 千円 ％

２ 出産育児一時金支払手数料

目 予算現額 決算額 執行率

１ 葬祭費

千円 千円 ％
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款３ 後期高齢者支援金

項１ 後期高齢者支援金

平成 年度の後期高齢者医療費支援金として、前々年度精算分を含めて 千円

（前年度 千円）を拠出した。

款４ 前期高齢者納付金

項１ 前期高齢者納付金

各保険者の 歳から 歳の被保険者の加入割合を基に、保険者間の財政を調整する制度で、平成 年

度の前期高齢者納付金として 千円（前年度 千円）を納付した。

款５ 老人保健拠出金

項１ 老人保健拠出金

平成 年度の老人保健事務費拠出金 千円（前年度 千円）を拠出した。老人保健医療費拠出金は、制

度の終了により拠出が生じなかった。

款６ 介護保険納付金

項１ 介護保険納付金

介護保険第２号被保険者（ 歳から 歳）に係る納付金であり、平成 年度は 千円を納付した｡ 
（前年度 千円）

 

目 予算現額 決算額 執行率

１ 後期高齢者医療費支援金

千円 千円 ％

２ 後期高齢者関係事務費拠出金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 前期高齢者納付金

千円 千円 ％

２ 前期高齢者関係事務費拠出金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 老人保健医療費拠出金

千円 千円 ％

２ 老人保健事務費拠出金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 介護保険事業費納付金

千円 千円 ％

― 343 ―



款７ 共同事業拠出金

項１ 共同事業拠出金

■ 高額医療費共同事業医療費拠出金

高額な医療費の発生による保険財政の不安定を緩和するため、県内市町村保険者が共同して実施する高額

医療費共同事業に拠出する。平成 年度の拠出金は 千円（前年度 千円）であった。

■ 保険財政共同安定化事業拠出金

保険税の平準化及び財政の安定化を図るため、県内市町村保険者が共同して実施する保険財政共同安定化

事業に拠出する。平成 年度の拠出金は、 千円（前年度 千円）であった。

款８ 保 健 事 業 費

項１ 保 健 事 業 費

■ 保健衛生普及事業

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 
評価 健康と医療費に対する意識向上のため、医療費通知６回とジェネリック医薬品差額

通知を３回発行した。ジェネリック医薬品の普及率は、 年度において増加し、国の定め

る 年度目標値 ％を超えた。

今後の方針 ジェネリック医薬品差額通知については、後発医薬品があるものの先発医薬

品を利用している者を中心に、より多くの被保険者に自分の薬代について関心を持っても

らえるよう通知対象者を広げ、年に３回発行する。

拡充推進 

成果指標 目標値 実績値 

ジェネリック医薬品の普及率

○ 医療費通知の実施

医療費の実態を被保険者に通知し、日常生活における健康管理の重要性、医療費に対する原価意識の向

上を図った。

通知回数６回、 通（前年度 通）

○ ジェネリック医薬品差額通知の実施

ジェネリック医薬品を利用した場合の自己負担軽減見込額のわかる差額通知を実施した。また、ジェネ

目 予算現額 決算額 執行率

１ 高額医療費共同事業医療費拠出金

千円 千円 ％

２ 保険財政共同安定化事業拠出金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 保健衛生普及費

千円 千円 ％

２ 特定健康診査等事業費
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リック医薬品希望カードの配布や、市ホームページ、市報等での の実施により、ジェネリック医薬品

の普及促進を図った。

ジェネリック差額通知回数３回、 通 （前年度は送付回数２回、 通）

○ レセプト点検事業の実施

レセプト（診療報酬明細書）の点検は保険者の責務であることから引き続き実施した。平成 年度に

おいては 件（前年度 件）の点検を行い、 件 前年度 件）の再審査請求を行った

結果、療養給付費 が 千円の減額となった。（前年度 千円）臨時職員（ 名、月 日間）によ

り、資格点検、給付発生要因の確認、点数表との照合、縦覧点検を実施した。

■ 疾病予防事業

事 務 事 業 評 価 事業の方向性 
評価 特定健診は年齢別で受診期間を前・後期と分けていたが、 年度から対象者が全期

間を通じて受診できるよう拡大したことや未受診者への受診勧奨通知の実施等から、受診

率は ％と上昇し、愛知県下 位（ ）となった。特定保健指導は、 歳以上の方が

前期から健診を受診できるようになったことから特定保健指導対象者に早期介入が可能と

なり、訪問での実施数が増加したことから利用率は ％（前年度 ％）と前年比で

％上昇した。

今後の方針 第二期特定健診等実施計画（平成 ～ 年度）で設定した目標値をめざし、

特定健診受診者・保健指導利用者数向上に向けての活動を継続する。特定健診結果から男

女とも 歳代・ 歳代の受診者が少ないため、この年代を中心に未受診者対策としての再

通知を実施する。また、メタボ該当者率（ ％）が高いため、地域での健康増進講座の

開催や、回覧・ホームページ等での情報提供により、予防・改善への啓発を行う。 

改善推進 

成果指標 目標値 実績値 

特定健診受診率

特定健診と特定保健指導の委託費用として、半田市医師会へ 千円支出した（前年度 千

円）。この事業は、特定健診の実施により生活習慣病を早期に発見するとともに、保健指導の実施により

健康管理意識の向上を促し医療費の削減を図るものである。

・特定健診・特定保健指導の状況

種 類 区 分 対象者数 受診者数 受診率

特定健診

～ 歳 人 人 ％

～ 歳 人 人 ％

合 計 人 人 ％

特定保健指導

積極的支援 人 人 ％

動機づけ支援 人 人 ％

合 計 人 人 ％
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主要工事等の調べ（ 件 万円以上）
契約金額欄（ ）内数値は継続費等に係る契約額

款８ 保健事業費

項１ 保健事業費

工事・事業名
工 事 場 所

又 は 位 置

着 工

完 了 等
契約金額

請負業者名

又 は

契約者名

摘 要

特定健康診査業務

委託

半田市内全域

～

単価契約

～ 円

種類

一社

半田市医師会

実績・総額

人

円
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平 成 ２ ５ 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て
〔介護保険課〕

概 要

歳入総額は、 千円（前年度 千円）で、前年度比 ％の増、歳出総額は、

千円（前年度 千円）で、前年度比 ％の増となった。

歳入歳出差引額は、 千円の黒字となり次年度へ繰り越した。

半田市の 歳以上の第 号被保険者数は、平成 年４月１日現在、総人口 人中

人で昨年度から 人増加し、高齢化率も ％から ％となり、着実に高齢化が進行している。

これに伴い、要介護（要支援）認定者は平成 年３月末現在で 人となり、昨年度 人から

人増加した一方、認定率（第１号被保険者数に対する認定者数）は ％から ％に減少した。

平成 年度は、第５期介護保険事業計画の 年目の年度となり、介護保険制度や保険料について、

市民の方に周知や理解を深めていただくため、積極的に出前講座を開催した（ 年度開催回数 回）。

前年度に引き続き、市税等の負担の公平性及び財源の確保を図るため「半田市市税等収納向上対策

本部」が設置された。電話催告や訪問催告等を行い、収納率として、現年度分 ％ 昨年度 ％ 、

滞納繰越分 ％（昨年度 ％）の結果となり、対策本部で設定した収納目標をほぼ達成できた。

第５期介護保険事業計画に基づき、介護保険サービスの基盤整備を行うため、平成 年度に整備を

行う地域密着型サービス事業所について、設置・運営事業者の公募を実施し、事業者を選定した。選

定にあたっては、市民委員と市職員で構成する選定委員会を設置し、応募者からの提案書類及びプレ

ゼンテーション、ヒアリングの内容について総合的に評価し、公平・公正な選定に努めた。また、平

成 年度に公募により決定した、地域密着型サービス３施設（認知症対応型共同生活介護：２施設、

小規模多機能型居宅介護：１施設）の設置・運営事業者に対し、施設整備工事費及び施設開設準備経

費に係る補助金の交付を行った。

昨年度に引き続き、介護給付費の適正化を図るため、愛知県国民健康保険団体連合会から提供され

る給付情報等を活用し給付適正化事業を実施した。（実績：国保連情報による適正化指導件数 件）

○年度別決算の状況

年 度
歳 入 歳 出 歳入歳出

差 引 額決 算 額 伸 率 決 算 額 伸 率

平成 年度 円 円 円

平成 年度 円 円 円

平成 年度 円 円 円
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歳 入

介護保険制度は、介護給付及び予防給付に要する費用（法定給付費）について、 歳以上の第１号

被保険者が ％、 歳から 歳までの医療保険加入者の第２号被保険者が ％、公費負担として、

国が ％、県・市町村がそれぞれ ％を負担し運営されている（施設・特定施設に係る負担割合

は国 ％、県 ％、市町村 ％）。

地域支援事業の費用負担は、介護予防事業については上記と同様であるが、包括的支援事業・任意

事業については公費負担として、国が ％、県・市町村がそれぞれ ％を負担する。

款１ 保険料

第１号被保険者保険料の収納額は 千円（特別徴収分 千円、普通徴収分

千円、滞納繰越普通徴収分 千円）、収納率は全体で、 ％（特別徴収分 ％、

普通徴収分 ％、滞納繰越普通徴収分 ％）となった。また、市報やホームページ等を活用

し、保険料納付の必要性等についてＰＲを行うとともに、滞納者宅への臨戸訪問等で収納率の向上

に努めた。

○第１号被保険者数

年３月 日 年９月 日 年３月 日 年間増減数

被保険者数 （人）

歳以上 歳未満

歳以上

○介護保険料の決算状況 （単位：千円）

科 目
予算現額

（Ａ）

調 定 額

（Ｂ）

収入済額

（Ｃ）

未収入額

（Ｂ―Ｃ）

対予算

収入率

（Ｃ／Ａ）

対調定

収入率

（Ｃ／Ｂ）

特 別 徴 収

保 険 料
△

普 通 徴 収

保 険 料

滞 納 繰 越 分

普通徴収保険料

合 計

（注）特別徴収保険料の未収入額欄は 件の還付未済分

滞納繰越分普通徴収保険料及び合計の（ ）内は不納欠損分

款２ 分担金及び負担金

成年後見利用促進事業負担金として、４市５町より 千円の収入があった。

款４ 国庫支出金

国庫負担金及び国庫補助金は、 千円（前年度 千円、 ％増）となった。内

訳は、介護給付費負担金 千円（前年度 千円、 ％増）、調整交付金 千
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円（前年度 千円、 ％増 、また、地域支援事業交付金として介護予防事業分 千円

（前年度 千円、 ％減）と包括的支援事業・任意事業分 千円（前年度 千円、

％減）である。

款５ 支払基金交付金

第２号被保険者の介護保険料負担分として、社会保険診療報酬支払基金から、介護給付費交付金

千円（前年度 千円、 ％増）、地域支援事業支援交付金 千円（前年度

千円、 ％減）が交付された。

 
款６ 県支出金

県負担金及び県補助金は、 千円（前年度 千円、 ％減）となった。内訳は、介

護給付費負担金 千円（前年度 千円、 ％増）、地域支援事業交付金として介護予

防事業分 千円（前年度 千円、 ％減）と包括的支援事業・任意事業分 千円（前

年度 千円、 ％減）である。

 
款７ 財産収入

介護給付費準備基金の利息として、 千円（前年度 千円、 ％増）の収入があった。

款８ 繰入金

一般会計繰入金は、 千円（前年度 千円、 ％

増）となった。この内訳は、介護給付費繰入金 千円（前年

度 千円、 ％増）、職員給与費等繰入金 千円（前

年度 千円、 減）、事務費繰入金 千円（前年度

千円、 ％減）、地域支援事業繰入金として介護予防事業分

千円（前年度 千円、 ％減）と包括的支援事業・任

意事業分 千円（前年度 千円、 ％減）、現年度法定

外繰入金 千円（前年度 千円、 ％増、包括支援セ

ンター人件費２名分）である。

一般会計繰入金の推移 （単位：千円）

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

介護給付費繰入金

地域支援事業繰入金

事務費繰入金

職員給与費等繰入金

合 計

款９ 繰越金

平成 年度からの繰越金は、 千円（前年度 千円、 ％増）となった。

款 諸収入

第１号被保険者延滞金 千円（前年度 千円、 ％増）、雑入 千円（前年度

千円、 ％増）の収入があった。雑入の主な内訳は、第三者納付金 千円（前年度 千円、

％増）、高額介護サービス費等の返納金 千円（前年度 千円、 ％増）、地域支援事

― 349 ―



 
業の二次予防対象者の運動器機能向上通所利用料 千円（前年度 千円、 ％増）、認知症予

防教室利用料 千円（前年度 千円、 ％増）である。

歳 出

款１ 総 務 費

項１ 総務管理費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般管理費

千円 千円 ％

■ 一般管理費について〔介護保険課〕

介護保険事業（保険事業勘定）における一般管理費は、総額で 千円（前年度 千円、

％減）を支出した。

主な内訳は、通信運搬費 千円（前年度 千円、 ％増）、介護保険課職員 名分 正

職員 名、臨時職員３名 の職員給等 千円（前年度 千円、 ％減）である。

項２ 徴 収 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 賦課徴収費

千円 千円 ％

■ 賦課徴収費について〔介護保険課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 被保険者に対して、出前講座の開催や市報への掲載等により制度や保険料

の算定の仕組みの周知や理解を図るとともに、被保険者の所得、世帯構成を正確

に把握し保険料を賦課したことで適正に業務を遂行することができた。滞納者に

対しては、早期に電話催告等を行ったことで、目標収納率をほぼ達成できた。ま

た、滞納の放置により将来給付制限を受けることにならないように通知した。

今後の方針 介護保険制度は、被保険者の保険料で支えられているため、制度の

周知や理解が今後も必要不可欠である。引き続き、出前講座等の機会を利用して、

制度について理解してもらえるよう周知に努める。また、収納率向上のため電話

等による納付催告を継続的に行うとともに、給付制限に至らないように通知を実

施する。

現状維持

成果指標 目標値 実績値

現年度分目標収納率

特別徴収者への特別徴収開始通知書及び普通徴収者への納入通知書送付等に係る費用として総額

千円（前年度 千円 ％増）を支出した。内訳として、コンビニエンスストア、ゆう

ちょ銀行での支払対応帳票など印刷製本費 千円（前年度 千円、 ％増）、通信運搬費

千円（前年度 千円、 ％減）である。

また、半田市市税等収納向上対策本部で設定した収納目標をほぼ達成することができた（現年度

分収納率 【目標 】 滞納繰越分収納率 【目標 】）。
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収納率の推移

年 度 現年度分 滞納繰越分

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

項３ 介護認定審査会費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 介護認定審査会費

千円 千円 ％

２ 認定調査等費

■ 介護認定審査会費について〔介護保険課〕

介護認定審査会では、訪問による認定調査の結果をコンピュータソフトに入力することで算定さ

れる一次判定結果と、認定調査時の特記事項及び主治医意見書の内容を総合的に判断する認定審査

（二次判定）を実施した。

この認定審査には、公平性、客観性が求められるため、審査会委員には医療・保健・福祉のそれ

ぞれの専門職 名を委嘱し、委員報酬 千円（前年度 千円、 ％増）を支出した。

また、主治医意見書作成に伴う医師文書料 千円（前年度 千円、 ％増）を支出した。

平成 年度は、 歳以上の第１号被保険者の増加（ 人増）に伴い、要介護（要支援）認定者

が 人へと前年度から 人増加した。

・半田市介護認定審査会委員 名（５名×８合議体）

・年間審査会開催回数 回（前年度 回、 回増）

・年間審査件数 件（前年度 件、 件増）

○介護認定審査会審査件数 （単位：件）

区 分

認 定 結 果

非該当 支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 合 計

新 規

更 新

区分変更

合 計

― 351 ―



 

○要介護（要支援）認定者数 （単位 人）

要介護度 年３月 日 年９月 日 年３月 日 年間増減数 増減率

要支援１ ２

要支援２ △ △３ △

要介護１

要介護２ ２

要介護３ △ △１ △

要介護４ △ １ △

要介護５ △６

合 計 ５

※（ ）内数字は第２号被保険者再掲

■ 認定調査等費について〔介護保険課〕

要介護認定申請に基づき認定調査員が申請者宅を訪問し、心身の状況などの基本調査 項目と概

況調査及び特記事項について認定調査を実施し、臨時職員６名の職員給等 千円（前年度

千円 ％減）を支出した。

認定調査の結果は、認定審査会において認定審査（二次判定）を行ううえで重要な判断材料とな

るため、要介護認定の公平・公正を期し、遠隔地で調査が困難な場合を除き市職員による直接調査

を実施した（ ％）。

市職員である認定調査員に対しては、概ね月１回のペースで研修会を開催し、調査員間の判断基

準の統一、認定調査の平準化を図った。

また、認定調査の訪問時には、介護保険制度の説明用パンフレット等を活用し申請者及びその家

族への分かりやすい説明に努めた。

なお、直接調査が困難な遠隔地の施設入所者等に対する認定調査 件については、入所施設等に

委託を行い委託料 千円（前年度 件・ 千円、 ％増）を支出した。

※年間認定調査件数 件（前年度 件、 ％増）

項４ 運営協議会費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 運営協議会費

千円 千円 ％

■ 運営協議会費〔介護保険課〕

半田市介護保険運営協議会及び２つの専門部会の開催に伴う委員報酬 千円（前年度 千円、

減）を支出した。

運営協議会では、第５期介護保険事業計画（平成 ～ 年度 に基づいて、平成 ～ 年度に実

施した事業の経過や結果から事業評価を行い、事業の成果について検証した。また、この事業評価

の結果を参考に、平成 年度の実施事業について、変更や実施の方向性について検討を行った。

・半田市介護保険運営協議会 ３回開催

主な議題：第５期計画に基づく平成 年度施策（事業）評価について、第５期計画に基づく各施

策（事業）の進捗状況（中間報告）について、平成 年度「介護予防事業」の評価報

告についてなど

・事業計画評価・推進部会 ３回開催

主な議題：第５期計画に基づく平成 年度施策（事業）評価について、第５期計画に基づく各施

策（事業）の進捗状況（中間報告）について、平成 年度「介護予防事業」の評価報
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告についてなど

・地域密着型サービス運営部会 ３回開催

主な議題：（介護予防）認知症対応型通所介護事業に係る指定更新について、（介護予防）認知症

対応型共同生活介護事業に係る指定更新及び新規指定について、（介護予防）小規模多

機能型居宅介護事業に係る新規指定についてなど

款２ 保 険 給 付 費

項１ 介護サービス等諸費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 介護サービス給付費

千円 千円 ％

項２ 介護予防サービス等諸費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 介護予防サービス給付費

千円 千円 ％

■ 介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費について〔介護保険課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 要介護（要支援）者の増加に伴い、介護（介護予防）サービス利用者及

び同給付費は年々増加しているが、介護保険事務処理システムを活用するととも

に、国保連合会から送付される給付実績情報の点検を強化することで給付費の過

誤調整を積極的に行い、給付の適正化に努めた。また、事業所担当者会議等によ

る集団指導、個別指導で過誤請求の削減に努めた。

今後の方針 引き続き介護保険事務処理システムの活用と国保連合会との連携

強化に加え、新たに介護給付適正化支援システム（トリトン）の活用により、給

付適正化の強化を図る。給付実績の縦覧点検やケアプランチェック等の適正化事

業の推進、利用者及び介護サービス事業者への制度の周知、また、給付費の上昇

を防ぐことを目的に、要介護（要支援）者の増加を抑えるために関係課との連携

を強化して介護予防事業の推進に努める。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

過誤取り下げ件数（介護サービス） 件 件

過誤取り下げ件数（予防サービス） 件 件

要介護者への介護給付として 千円（前年度 千円、 ％増）、要支援者への

予防給付として 千円（前年度 千円、 ％増）を支出した。

項３ その他諸費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 審査支払手数料

千円 千円 ％

■ 審査支払手数料〔介護保険課〕

介護給付費の支払いに伴う審査支払事務を愛知県国民健康保険団体連合会に委託し、 件

（前年度 件、 ％増）の審査に対し、１件につき 円（前年度 円）、総額 千円

（前年度 千円、 ％減）を支出した。
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平成 年度も同連合会に委託し事務の効率化を図る。

介護給付費（２款）と前年伸率の推移

年 度
介護給付費

（千円）
前年伸率

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

款３ 地域支援事業費

項１ 介護予防事業費

■ 運動器機能向上通所事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 二次予防対象者の把握方法が変更になり、二次予防対象者が大幅に増加

したことにより利用率が低下しているが、実数は増加している。事業利用後の

要介護認定者 ％のうちの要介護 以上は ％であり、要介護状態への進行

を食い止めることができている。

今後の方針 事業利用終了後のフォローアップ教室に、地域の一般高齢者の参

加も可能としたところ、予想を上回る参加があった。ニーズ調査を行い、教室

の継続希望が多く聞かれたため、自治区及びふれあい施設運営委員と協議し、

地域が運営する自主グループへ発展することができた。事業利用後に地域で運

動を継続できるしくみ作りを行うことで、要介護状態への進行を防止してい

く。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

運動器機能向上通所事業利用率 ％ ％

事業利用者の年度末要介護認定率 ％ ％

二次予防事業対象者に対する介護予防施策として、筋力や平衡感覚などの機能が低下している方

を対象に、理学療法士等の専門職の指導による有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動

等を実施し、運動器の機能を向上させる支援を行った。

利用料として１回につき 円（送迎無）、 円（送迎有）の本人負担を求めた。

利用者数 人 延べ利用回数 回 事業費 千円

目 予算現額 決算額 執行率

千円 千円 ％

１ 介護予防二次予防事業対象者施策事業費

２ 介護予防一般高齢者施策事業費
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■ 認知症予防教室事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 事業利用者の ％が継続参加し、 ％に認知機能の維持改善が見ら

れた。４会場のうち３会場は、その後自主グループにて活動を継続している。

今後の方針 認知症予防の取り組みが地域に密着した活動になるように、教室

運営を や自治区等へ委託する。会場数を１会場増やし、日常生活圏域に１

会場整備する。さらに教室終了後に活動が継続することに重点をおき、認知症

予防効果が継続できるような仕組み作りを、委託先と連携して行っていく。

拡充推進

成果指標 目標値 実績値

継続参加率 ％ ％

認知機能検査 の維持改善率 ％ ％

二次予防事業対象者に対する介護予防施策として、可能な限り自立した生活を送ることができる

ように、認知症の予防及び重度化の予防を図る教室を開催した。

教材費として か月につき 円の本人負担を求めた。

利用者数 人 延べ利用人数 人 事業費 千円

■ 二次予防事業対象者把握事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 生活機能が低下し要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の早期

発見を行い、介護予防事業へつなげることができた。

今後の方針 市独自項目の見直しや改善により、介護予防が必要な高齢者の早

期発見を行う。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

二次予防事業対象者把握率

（基本チェックリスト回収率）
％ ％

介護予防事業参加率

介護予防施策として、基本チェックリストの判定結果から二次予防事業対象者候補者を選定し、

生活機能チェック及び生活機能検査による医師の判定に基づき、二次予防事業対象者を把握した。

二次予防事業対象者に対するアセスメントについては、半田市社会福祉協議会へ「地域包括支援

センター運営事業」として委託し、個別訪問による介護予防事業への参加を促した。

二次予防事業対象者数 人 生活機能評価対象者数 人

事業費 千円（内委託契約総額 千円）
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■ 健康教育事業 （国・県・市）［保健センター

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 介護予防への関心の高まりと地域への働きかけにより昨年度実績値より

多くの講座が開催できた。受講後のアンケートでは、講座に対する理解度・満足

度において９割以上が「理解できた」、「良かった」と評価をうけている。今後、

高齢化率の上昇に伴い、介護予防への普及啓発はさらに重要となるため、地域で

より効果的に介護予防が実施できる方法を検討する必要がある。

今後の方針 介護予防を効果的かつ効率的に普及するため、半田市の介護予防に

関する課題を分析し、地域ごとの介護予防課題に適した内容で講座を開催する。

さらに、体力チェックなどを通じて、高齢者が自己の課題や実践すべき内容が理

解できるよう講座の開催をＰＲする。また、地域で元気な高齢者が役割をもって

介護予防を実践し、活躍できる場所、しくみを検討する。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

介護予防サポーター認定者数 人 人

１．健康教育事業
歳以上の一般高齢者を対象に要支援、要介護状態にならないように、認知症予防、口腔機能向

上、運動機能向上、さらには季節に合わせた生活ポイントなどについて、健康教育を実施した。

区 分 回数 延べ参加者数

初 級
自らの生活の中で実践できるための基礎

知識の普及
回 人

中 級

各分野で自らが実践できるための具体的

な方法について知識普及し、家族や友人な

どに伝達できる人材の養成。さらに継続で

きることを支援する。

回 人

上 級
地域でリーダーとして運営及び実践でき

る人材の育成
回 人

合 計 回 人

２．健康相談事業

健康講座等において、血圧測定、口腔機能や運動機能の低下等の判定等を行った。判定により自

身の体力について自覚し、体力維持さらには介護予防に取り組む意識づけができた。また、個別の

相談に応じ必要な指導及び助言を行った。

◇内容：血圧や体組成、体力測定（足まねき筋、バランス、握力等）

心身の健康に関する一般相談

◇実施回数： 回 延べ相談者数： 人

３．訪問指導事業

本人及び家族を対象に、疾病予防や早期発見、介護予防等について保健師、栄養士等が個々に応

じた保健指導及び助言を実施した。

◇訪問指導実施状況 延べ人数： 人
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項２ 包括的支援事業・任意事業費

■ 介護予防ケアマネジメント事業（地域包括支援センター運営事業）（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 介護予防プランにおいては、事業利用中の評価、プログラム修正を事

業所へ指示するマネジメントを追加したことで、事業利用後の要介護状態への

進行を食い止めることができた。

今後の方針 介護予防プランにおいては、アセスメント表を修正し、事業終

了後のマネジメント内容を明確にすることで、さらに要介護状態への進行防

止を図る。新介護予防プランについては、包括支援センター作成分について、

高齢者保健福祉計画・第 期介護保険事業計画策定の元データとなるように

内容分析を行う。

改善推進

介護予防ケアマネジメント事業については、半田市社会福祉協議会へ「地域包括支援センター運

営事業」として委託し、高齢者が要介護状態にならないように専門職員が訪問し、要支援認定者に

新予防プランを、二次予防事業対象者には介護予防事業を利用する介護予防プランを作成した。

・新予防プラン（要支援認定者） 人（うち包括支援センター作成数 人分）

・介護予防プラン（二次予防事業対象者） 人

事業費 千円（委託契約総額 千円）

■ 総合相談事業（地域包括支援センター運営事業）（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 高齢者本人や家族介護者の心配事や、健康・福祉・医療に関することな

ど日常生活に関する相談を受け、情報の提供や関係機関との連携等により、問

題解決への支援ができている。

今後の方針 個々の相談への対応に加え、相談内容・対応策の分析を行い、地

域課題を抽出した上で地域ケア会議を開催し、地域包括ケアシステムの構築へ

つなげていく。

改善推進

総合相談事業については、半田市社会福祉協議会へ「地域包括支援センター運営事業」として委

託し、高齢者の相談内容が多様化する中、ケアマネジャー・看護師・社会福祉士等の専門職員を配

置し、ワンストップでの対応による相談支援に努めた。

延べ相談件数 件（電話 件、訪問 件、来所 件他）

事業費 千円（委託契約総額 千円）

目 予算現額 決算額 執行率

千円 千円 ％

１ 包括支援事業総務管理費

２ 包括的支援事業費

３ 任意事業費
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■ 権利擁護事業（地域包括支援センター運営事業）（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 高齢者等の権利を守るため、知多地域成年後見センターや関係機関と連

携し、権利擁護に係る課題に対して支援することができた。

今後の方針 高齢者虐待や認知症高齢者の財産侵害の防止等の権利擁護に関

する対策を強化できるよう、これまでの関係機関と連携するとともに、既存の

協議会などのネットワークを活用するなど、早期発見につながる新たなツール

を発掘していく。

改善推進

権利擁護事業については、半田市社会福祉協議会へ「地域包括支援センター運営事業」として委

託し、高齢者のうち認知症などにより判断能力が衰え財産管理ができない方、悪質な訪問販売等の

被害にあっている方、虐待を受けている方等からの権利擁護に関する相談に対し、成年後見制度な

ど各種制度を活用し、これらの問題解決に向けた支援を行った。

延べ対応件数 件（虐待 件、成年後見等 件）

事業費 千円（委託契約総額 千円）

■ 包括的・継続的マネジメント支援事業（地域包括支援センター運営事業）（国・県・市）

〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 支援困難ケースの担当者会議へ出席すると同時に、市内の介護支援専門

員の共通理解が必要な内容については、事例検討会を開催し、困難ケースのマ

ネジメントについて指導を行った。介護支援専門員の資質の向上が図られてき

ており、個別の相談件数については、減少させることができた。

今後の方針 市内事業所の介護支援専門員の相談、困難ケースの担当者会議の

内容から地域課題を抽出し、地域ケア会議として事例検討会を開催し、介護支

援専門員の資質向上を図る。

改善推進

包括的・継続的マネジメント支援事業については、半田市社会福祉協議会へ「地域包括支援セン

ター運営事業」として委託し、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようケアマネ

ジャーや医師、地域の関係者が連携・協働できる体制づくりや、ケアマネジャーを支援して困難事

例の相談解決に当たった。

年間相談等件数 件 個別支援会議 回

事業費 千円（委託契約総額 千円）

■ 高齢者配食サービス事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 安否確認が必要な高齢者の栄養改善と食生活の維持が実施でき、安定的

なサービスの運用ができた。また、事業者によって安否確認の方法に差があっ

たため、統一様式を作成し安否確認の方法の均一化を図った。

今後の方針 高齢者の独居率や高齢者の増加に伴い、利用者アンケートを実施

する中で、配食回数の増加や介護予防拠点へ配達し外出を促すなど、サービス

のあり方について検討していく。

改善推進

ひとり暮らしの高齢者等で病弱等により調理が困難で低栄養状態の改善が必要な方に昼食を宅配

し、日々の安否確認と健康増進を図った。

本人負担額 普通食 円 特別食 円

（市民税非課税者 普通食 円 特別食 円）
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利用者数 人（月平均） 延べ配食数 食 事業費 千円

■ 家庭訪問支援事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 訪問協力員による高齢者宅への訪問によって、利用者の見守りができ

た。また、健康状態の変化を把握し、不安を解消することができた。

今後の方針 安否確認方法の再検討とともに、現行の事業では、介護予防事業

への勧奨が行われていないため、 年度の結果を受けて 年度に事業廃止予

定。福祉サービスが必要な方で制度の適切な利用が図られていないと思われる

方に対し、訪問協力員を通してサービスの利用が促進される事業の新設を検討

する。

統廃合等

成果指標 目標値 実績値

介護予防事業への参加人数 人 人

半田市社会福祉協議会へ委託し、地域の高齢者やボランティアなどの訪問協力員により、閉じこ

もりがちな虚弱な高齢者や二次予防事業対象者の自宅を訪問した。家庭訪問による安否確認を実施

するとともに、必要に応じて介護予防事業への参加や福祉サービスの利用を案内した。

利用者数 人 延べ訪問回数 回 事業費 千円

■ 成年後見利用促進事業（国・県・市）〔地域福祉課〕

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 成年後見制度利用促進を広域的に図るため、知多半島を南北に分け

か所で開催し、制度に関心や関わりを持ちたい方が気軽に申し込めるよう実施

し、ほぼ定員の 名（定員 名）の参加をいただいた。今後も制度を支える

サポーターとして事業継続に必要となる人材発掘を継続したい。又、支援に必

要な経費等は 市 町で共同出資している性質上、運営委員会で議論をする中

で今後も継続的に精査していく。

今後の方針 成年後見制度の理解と利用促進が図られるよう講演会や研修会

の内容を精査し、一人でも多くのサポーターを養成するとともに、行政間の連

携を強化するため研修会や勉強会を実施し、地域社会で困っている方の支援を

していく。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

相談・支援実人数 人 人

後見サポーター人数 人 人

知多５市５町が共同で特定非営利活動法人知多地域成年後見センターに事業を委託し、判断能力

の不十分な認知症高齢者や精神障がい者、知的障がい者の権利と財産を守るため、法人後見の受任

や相談・普及啓発事業を実施し、成年後見制度の理解と利用の促進を図った。

相談・支援数（半田市分） 件 事業費（半田市負担分） 千円
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款４ 基金積立金

項１ 基金積立金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 介護給付費準備基金積立金

千円 千円 ％

■ 介護給付費準備基金積立金について〔介護保険課〕

保険者が設置する基金であり、介護給付費に不足が生じた場合等に取崩しを行う。平成 年度は、

取り崩しを行わず、 千円を積み立てた。

平成 年度末現在高 平成 年度積立額 平成 年度末現在高

円 円 円

款５ 諸 支 出 金

項１ 償還金及び還付加算金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 第 号被保険者還付加算金

千円 千円 ％

２ 第 号被保険者保険料還付金

３ 償還金

■ 第１号被保険者保険料還付金について〔介護保険課〕

平成 年度以前に収入した第１号被保険者保険料のうち、資格喪失（死亡、転出等）や市民税の

更正等による保険料額変更に伴い発生した過誤納金 千円を還付した。

■ 償還金について〔介護保険課〕

平成 年度の介護給付費の確定により、介護給付費負担金（国庫） 千円、支払基金交付金

千円、介護給付費負担金（県費） 千円、また、地域支援事業の返還金として国庫分

千円、支払基金 千円、県費 千円、及び、平成 年度過年度返還金として、国庫分

千円、県費 千円計 千円を償還した。

款６ 予 備 費

項１ 予 備 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 予備費

千円 千円 ％

■ 予備費の充用について〔介護保険課〕

予備費については、平成 年度地域支援事業の過大交付が判明したことに伴い、国・県に返還す

るために 千円を充用した。
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主要工事等の調べ（ 件 万円以上）
契約金額欄（ ）内数値は継続費等に係る契約額

款３ 地域支援事業費

項１ 介護予防事業費

工事・事業名
工 事 場 所
又 は 位 置

着 工
～

完 了 等

契 約 金 額
円

請負業者名
又 は

契約者名
摘 要

二次予防事業対象
者介護予防支援事
業委託 包括支援
センター運営事業
委託

市内全域
～

社福 半田市
社会福祉協議
会

要介護・要支援の認
定を受けていない
高齢者から二次予
防事業対象者を見
出し、介護予防事業
へつなげる

項２ 包括的支援事業・任意事業費

包括支援センター
運営事業委託

雁宿町１丁目
番地１ ～

社福 半田市
社会福祉協議
会

・介護予防ケアマネ
ジメント事業
（ 円）
・総合相談事業
（ 円）
・権利擁護事業
（ 円）
・包括的、継続的ケ
アマネジメント支援
事業
（ 円）

成年後見利用促進
事業委託

雁宿町１丁目
番地１

始め５市５町
～

特定非営利活
動法人知多地
域成年後見セ
ンター

判断能力が不十分
な方の財産と権利
を守る成年後見制
度の利用促進を図
るための事業を委
託する。（知多５市
５町共同委託）
半田市負担分

円
高齢者配食サービ
ス事業委託

市内全域
～

単価契約

市民税課税者
一食 円～

円

市民税非課税者
一食 円～

円

半田炊事協同組

合 円

わいけいぴー

円

株 もみじ屋ﾃﾞﾘ

ﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ

円

資 門前屋

円

えん配食ｻｰﾋﾞｽ

円

特非 菜の花

円

総額 円
食

調理が困難で低栄養
状態の改善が必要な
方に昼食を宅配し、
安否確認を図る。
利用者数

月平均 人
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平 成 ２ ５ 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

決 算 に 係 る 主 要 施 策 の 成 果 に つ い て

〔保険年金課〕

概 要

高齢化社会が急速に進み高齢者の医療費が増え続ける中、高齢者の方々が安心して医療を受け続

けられるようにするため、 歳（一定の障がいがある人は 歳）以上を対象とした「後期高齢者医

療制度」が、平成 年４月１日から施行された。

制度の運営は、愛知県内すべての市町村（ 市町村）が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連

合」が行い、各市町村は保険料の徴収、保険証等の引き渡し、申請や届け出などの窓口業務を行う。

◎ 平成 年度後期高齢者医療事業特別会計決算の状況

年 度
歳 入（円） 歳 出（円） 歳 入 歳 出

差 引 額（円）決 算 額 決 算 額

平成 年度

平成 年度

◎ 被保険者の状況

平成 年 月 日 平成 年 月 日 年間増減数

被保険者数 （人）

歳以上

～ 歳障がい者

歳 入

款１ 保 険 料

保険料の納付は、年金からの引き落とし（特別徴収）と個別納付（普通徴収）の方法がある。

後期高齢者医療保険料は、 円（特別徴収分 円、普通徴収分 円、

滞納繰越徴収分 円）、収納率は全体で ％（前年度 ％、 ％増）、現年度分は

％（前年度 ％、 ％増）となった。

被保険者への納入通知には案内文を同封し、納付方法等についてわかりやすく周知するととも

に、普通徴収者に対しては積極的に口座振替を推進した。また、未納者に対して、制度周知を兼

ねた電話催告やきめ細やかな納付指導を早期に実施し収納率の向上に取り組んだ。

款２ 繰 入 金

保険証送付等の一般管理費及び賦課徴収事務に係る繰入金として 円（前年度

円、 ％減）、保険基盤安定繰入金として 円（前年度 円、

％増）を一般会計から繰入をした。

款３ 諸 収 入

保険料延滞金として 円（前年度 円、 ％増）、保険料還付金として 円

（前年度 円、 ％減）の収入があった。
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款４ 繰 越 金

平成 年度からの繰越金は、 円（前年度 円、 ％減）であった。

○後期高齢者医療保険料の決算状況 （単位：千円）

科 目
予算現額

Ａ

調定額

Ｂ

収入済額

Ｃ

未収入額

Ｂ－Ｃ

対予算

収納率

Ｃ／Ａ

対調定

収納率

Ｃ／Ｂ

特別徴収保険料 △

普通徴収保険料

小計（現年分）

滞納繰越保険料

合 計

（注）特別徴収保険料の未収入額欄は 件の還付未済分
滞納繰越保険料及び合計の（ ）内は不納欠損分

歳 出

款１ 総 務 費

項１ 総 務 管 理 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 一般管理費

千円 千円 ％

 

■ 後期高齢者医療事業一般事務費

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 後期高齢被保険者が安心して必要な医療を受け続けることができるよ

う、送付物にパンフレット等を同封し、わかりやすく案内したほか、窓口でのき

め細やかな対応に努め、制度への理解を広めた。

今後の方針 高齢者が安心して医療を受けられる新たな国民皆保険制度確立の

ため、社会制度改革プログラム法が成立し、国において年齢区分・運営財源管理

の在り方・低所得者対策等について見直し議論が行われている。市は、引き続き

遅滞なく保険証を交付するほか、制度改正の内容について広報等により幅広く周

知していく。

現状維持

後期高齢者医療事業における一般管理費として 円（前年度 円、 ％減）を

支出した。
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後期高齢者医療制度の周知徹底のため、被保険者への保険証送付時や各種通知時に案内文を同封

することにより、制度の周知と定着に取り組んだ。

高齢者医療制度は、今後も増大する高齢者の医療費への対応と、安心して受けられる医療制度の

確立のため、国において見直し議論が行われており、近い将来の制度改正が予定されている。

項２ 徴 収 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 賦課徴収費

千円 千円 ％

■ 賦課徴収一般事務費

事 務 事 業 評 価 事業の方向性

評価 後期高齢者被保険者の納入通知には案内文を同封し、保険料額や納付方

法について分かり易く周知した。また、口座振替を積極的に推進し、収納率の向

上と併せて事業費も削減することができた。市税を含む恒常的な滞納者に対して

は、収納課と連携した滞納折衝の強化により、滞納分解消だけでなく現年度分納

付に繋げることができ、現年度分収納率の向上に努めた。

今後の方針 今後も、納入通知等に案内文を同封して保険料の納付について分

かり易く通知する。また、口座振替をより推進し安定した財源を確保するととも

に、滞納者に対しては早期からのきめ細やかな対応を継続的に行うほか、中長期

及び高額滞納案件については収納課と連携した滞納処分の強化により滞納額の縮

減に取り組む。

改善推進

成果指標 目標値 実績値

保険料収納率 ％ ％

普通徴収口座振替率 ％ ％

後期高齢者医療事業における賦課徴収費として 円（前年度 円、 ％減）を

支出した。

被保険者に必要な案内文を随時発送するとともに、滞納者に対しては、早めの電話催告や臨戸

訪問を行い、収納率の向上に取り組んだ。

今後も、被保険者への納入通知には案内文を同封し、保険料額や納付方法等についてわかりや

すく周知するとともに、普通徴収者における口座振替の更なる推進や滞納者に対するきめ細やか

な納付指導を継続的に実施し、滞納の防止に取り組む。

款２ 後期高齢者医療広域連合納付金

項１ 後期高齢者医療広域連合納付金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 後期高齢者医療広域連合納付金

千円 千円 ％

 

■ 後期高齢者医療広域連合納付金

愛知県後期高齢者医療広域連合へ後期高齢者医療保険料納付金として 円（前年度
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円、 ％増）、保険基盤安定繰出金として 円（前年度 円、

％増）を支出した。

保険基盤安定繰出金については、低所得者及び被用者保険の被扶養者の保険料軽減に必要な額

を、県が（ ） 円（前年度 円、 ％増）、市が（ ） 円（

前年度 円、 ％増）をそれぞれ負担した。

款３ 諸 支 出 金

項１ 償還金及び還付加算金

目 予算現額 決算額 執行率

１ 保険料還付金

千円 千円 ％

２ 還付加算金

款４ 予 備 費

項１ 予 備 費

目 予算現額 決算額 執行率

１ 予備費

千円 千円 ％
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